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説

第
三
章

隣
人
訴
訟
の
発
展

吾A
a冊

法
制
度
の
概
観

第

節
第

款

行
政
訴
訟
制
度
の
仕
組
み

関
連
条
文

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
訴
訟
形
式
は
、
判
例
上
、
も
っ
ぱ
ら
取
消
訴
訟
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
中
心
に
現
行

V
W
G
O
の
関
連
制

度
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
て
、
訴
訟
要
件
と
本
案
勝
訴
要
件
と
を
分
け
て
規
律
し
て
い
な
か
っ
た
、
戦
後
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所

法
制
と
異
な
り
、
現
行
V
W
G
O
は
、
取
消
訴
訟
の
訴
訟
要
件
(
原
告
適
格
)
と
本
案
勝
訴
要
件
と
を
分
け
て
規
律
し
て
い
る
。

v
w
G
O
四
二
条
二
項
と
一
一
三
条
一
項
一
文
で
あ
る
。
条
文
を
こ
こ
に
引
用
し
よ
う
。

つ
土
A
?
のノ、

四
二
条
二
項
「
法
律
に
別
段
の
定
め
な
き
か
ぎ
り
、
訴
え
は
、
原
告
が
行
政
行
為
も
し
く
は
そ
の
拒
否
も
し
く
は
不
作
為
に
よ
り
そ
の
権
利
を

侵
害
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
と
き
に
の
み
許
さ
れ
る
。
」

一
一
一
二
条
プ
甥
一
文
「
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
り
、
原
告
が
そ
の
こ
と
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
裁
判
所
は
行
政
行
為
、
あ

る
い
は
(
2
4
4

包
包
異
議
審
査
請
求
裁
決
を
取
り
消
す
。
」

2 

z
同
州
市
内
四
回

Z
4巾
『

-m酔
N
Z
Z
m判
事

両
規
定
の
具
体
的
な
内
容
に
関
す
る
学
説
と
判
例
の
状
況
を
概
観
す
る
前
に
、
本
案
勝
訴
要
件
た
る

J
Fの宮田
4
0

ユ2
N
E
Hベ
概
念
に

つ
い
て
説
明
す
る
。
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西
ド
イ
ツ
行
政
法
に
お
い
て
、

ε
別∞

nzm〈叩ユ
2
2ロ
代
概
念
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
権
利
へ
の
違
法
な
打

で
あ
る

(
Z
5・
E
叩円

2
F
F目
当

E
Z
m白
河

2
v
g
σ
g古
許
可
位
口
『
許
可
口
口
問
い
回
世
問
。
O
Y
E
Zユ
Z
N
E
H
m
)
」
。
こ

撃
が

εHN2Zm〈叩門戸申立ロ口問ョ

こ
で
は
違
法
と
権
利
へ
の
打
撃
と
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
い
う
「
権
利
侵
害
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
以
後
、
品
同
叩
円
宮
町
〈
叩
門
戸
叩
H
N
C
ロ
ベ
を
「
権
利
按
損
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
お
お
む
ね
、

ε
回

2
5町

内

g
m
O
5
3
は
、
利
益
を
受
け
る
と
き
に
も
、
損
失
を
被
る
と
き
に
も
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
£

sz'

守
町
宮
古
仲
間
川
口
ロ
ベ
は
損
失
と
な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
、
両
者
を
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
と
も
に
「
打
撃
」

と
訳
す
こ
と
に
し
た
い
。

3 

...... 
ナ

説

学
説
上
は
、
「
権
利
段
損
」
の
現
実
の
存
否
が
本
案
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
の

承
認
に
は
「
権
利
投
損
」
の
主
張
で
足
り
る
、
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
問
題
は
こ
こ
で
も
そ
の
具
体
的
内
容
に
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

の
主
張
と
い
う
訴
訟
要
件
(
原
告
適
格
)
の
呼
称
が
か
つ
て
様
々
に
分
か
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、

Jr口宮町田口
F
E
N
σ
5
9
C
H
U
E
ロ
m%
、
4
2
0
m叩
可
申
の
}
ユ
ョ
な
ど
で
あ
る
。
今
日
で
は

4
c
m
m州市ゲ叩ぴ∞
p
mロ
2
3
を
用
い
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

②
「
権
利
投
損
」
の
主
張
が
な
け
れ
ば
、
訴
え
は
却
下
さ
れ
る
。

③
原
告
適
格
の
承
認
に
行
政
行
為
の
違
法
の
主
張
が
必
要
か
、
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

④
自
己
の
「
権
利
投
損
」
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
人
の

⑤
「
権
利
段
損
」
の
主
張
の
程
度

①

V
W
G
O
四
二
条
二
項
に
い
う
、

「
権
利
投
損
」

「
権
利
投
損
」
を
主
張
す
る
訴
え
は
不
許
容
で
あ
る
。

:H:i:去41(3・65)1115



説

「
権
利
投
損
」
に
関
し
て
ど
の
程
度
の
主
張
で
よ
い
の
か
、
に
つ
い
て
、
単
な
る
口
頭
の
・
口
先
だ
け
の
主
張
で
足
り
る
と
す
る
者
も
あ

る
が
、
学
説
の
多
く
は
、
原
告
の
「
権
利
投
損
」
が
存
在
し
う
る
と
認
め
る
に
足
り
る
現
実
的
な

(
g
z
r
E貯
の
ど
主
張
で
あ
る
、
と
し

て
い
る
。

号A
a閥

⑥
保
護
規
範
の
存
否

し
か
し
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
原
告
適
格
の
承
認
に
と
っ
て
、
権
利
、
も
し
く
は
保
護
規
範
の
存
在
が
必
要
か
否
か
、

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
自
己
の
見
解
と
し
て
は
っ
き
り
必
要
だ
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
次
の
二
人
だ
け
で

あ
る
。
ま
ず
、

(の

-
F
d
O
B
E
)
は
、
権
利
を
有
す
る
と
の
主
張
で
足
り
る
と
す
る
判
例
と
、
現
実
に

一
九
六
五
年
に
、
弁
護
士
フ
ロ
ム

も
そ
う
い
う
権
利
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
・
学
説
と
を
紹
介
し
、
訴
え
の
許
容
性
に
関
し
て
中
間
判
決
に
よ
り
予

め
決
定
す
る
可
能
性
が
聞
け
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
後
説
に
優
位
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
一
九
七
四
年
、
グ
ラ
l
ツ
大
学
教
授
だ
っ
た
コ
ッ

プ
(
円
0
・同
O
R
)
)

は
、
理
由
づ
け
も
な
し
に
、
た
だ
判
例
を
引
用
す
る
だ
け
で
(
引
用
の
当
否
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
)
、
原
告
適
格

(同

F
宮

Z
P肉
巳
団
)
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
保
護
規
範

(ω
口

Y
E
5
2
5
)
が
必
要
だ
、
と
し
た
。

4 

判
例

こ
こ
で
は
、
建
築
法
以
外
の
法
分
野
か
ら
若
干
の
判
例
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
建
築
隣
人
訴
訟
関
係
の
判
例
の
位
置
を
明

ら
か
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
(
川
間
)
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
コ
ッ
プ
が
引
用
す
る
判
例
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

見
解
に
は
、
少
な
く
と
も
判
例
上
の
根
拠
の
乏
し
い
こ
と
を
示
す
(
印
)
。

川
《
可
能
性
説
》
に
立
つ
判
例

コ
ッ
プ
の

こ
こ
で
紹
介
す
る
判
例
の
見
解
は
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
、
《
可
能
性
説

(
F
E
E
F口
y
f
s
z
F
gユ
叩
)
》
と
呼
ば
れ
、
く
り
返
し
引
用

北法41(3・66)1116 



-
参
照
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
判
例
の
立
場
で
あ
る
、
と
す
る
者
も
い
る
。

@
一
九
六
三
年
一

O
月
三

O
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
五
部
判
決
(
ロ
〈
巴
・

5
2・∞・

5
己
-
H
ロ
O
〈

5
2
-
∞
-
N
S
H臼
N
E
E
-
ω
・ω
O
H
)

本
件
の
事
案
は
、
原
告
が
就
労
能
力
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
低
下
の
重
度
就
労
不
能
証
明
書
の
交
付
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
め
ら

れ
た
た
め
、
こ
れ
を
争
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
が
、
訴
訟
要
件
に
つ
い
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

「
O
V
G
は
、
原
告
が
権
利
鍍
損
を
主
張
し
な
い
た
め
、
訴
え
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
従
え
な
い
。

v
w
G
O
四
二
条

二
項
に
よ
れ
ば
、
原
告
が
行
政
行
為
に
よ
る
そ
の
権
利
鍛
績
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
事
実

3
2
T
R
Y色
。
を
裁
判
所
の
審
査
に
提
出
す
る
と

き
に
は
、
訴
え
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
当
該
規
定
に
よ
れ
ば
、
訴
え
が
許
さ
れ
な
い
の
は
た
だ
、
明
ら
か
に
か
っ
一
義
的
に
、
ど

う
考
え
て
も
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
が
存
在
し
な
い
か
、
も
し
く
は
原
告
に
帰
属
し
得
な
い
と
き
だ
け
で
あ
る
。
原
告
は
各
ラ
ン

卜
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
、
重
度
障
害
者
・
重
度
就
労
不
能
者
の
た
め
の
証
明
書
に
関
す
る
指
針
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
攻
撃
し
て
い
る
。

こ
の
指
針
が
基
本
法
一
九
条
四
項
、
も
し
く
は

V
w
G
O
四
二
条
二
項
、
一
一
三
条
一
項
に
い
う
公
権
を
生
み
出
し
て
い
る
か
は
本
件
で
は
そ
の

ま
ま
に
で
き
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
国
民
は
彼
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
指
針
の
遵
守
を
、
平
等
原
則
に
も
と

c

つ
い
て
要
求
で
き
る
。
原
告
は
、
上

述
の
指
針
の
不
遵
守
に
よ
る
平
等
原
則
違
反
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
申
立
て
は
、

v
w
G
O
四
二
条
二
項
の
要
件
を
完
全
に
み

た
し
て
い
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

公法上の建築隣人訴訟 (3)

@
一
九
六
四
年
三
月
二

O
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
(
ロ
〈

E
・
5
2
・∞・

0
8
ロ
-
H
O目

5
・
5
5

本
件
の
事
案
は
次
の
と
お
り
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
は
独
立
区
画
(
白
色

Z
Sロ
任
官
。
。
自
由
再
E
ぷ
)
N
を
解
体
し
、

O
郡
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
G
と
合

併
す
る
決
定
を
し
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ

G
と
O
郡
は
合
併
に
同
意
し
て
い
た
。
独
立
区
画
N
の
土
地
所
有
者
が
解
体
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
て
出

訴
し
た
。
本
判
決
は
訴
え
を
認
容
し
た
第
一
審
判
決
を
支
持
し
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
訴
え
の
許
容
性
に

V
W
G
O
四
二
条
二
項
は
対
立
し
な
い
。
当
裁
判
所
第
五
部
は
一
九
六
三
年
一

O
月
三

O
日
判
決
に
お
い
て
、
本
規
定
に

よ
り
訴
え
が
許
さ
れ
な
い
の
は
た
だ
、
明
ら
か
に
か
つ
一
義
的
に
、
ど
う
考
え
て
も
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
が
存
在
し
な
い
か
、

も
し
く
は
原
告
に
帰
属
し
得
な
い
と
き
だ
け
で
あ
る
、
と
の
べ
た
。
こ
れ
に
従
う
。

v
w
G
O
四
二
条
二
項
の
要
件
は
次
の
場
合
、
充
さ
れ
て
い

北法41(3・67)1117 



説

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
国
民
が
本
件
の
よ
う
な
境
界
線
変
更
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
聴
聞
や
同
意
と
い
う
方
法
で
協
働
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
協
働
権
の
段
損
(
〈
2
Z
Z
Eぷ
)
を
攻
撃
す
る
と
き
、
も
し
く
は
境
界
変
更
に
よ
っ
て
影
響
を
被
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
と
き

で
あ
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
比
肩
し
う
る
独
立
区
画
の
土
地
所
有
者
も
、
こ
れ
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
に
は
ゲ
マ

イ
ン
デ
に
課
さ
れ
る
責
務
が
課
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
件
原
告
が
公
的
な
法
的
地
位
を
持
つ
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

さき'.A

a冊

@
一
九
七
三
年
七
月
一
三
日
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
判
決

(
C同

E
L
)

当
初
、
原
告
居
住
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
電
話
局
、
か
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
は
隣
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
電
話
局
に
回
線
を
接
続
さ
れ
て
い
た
。
後
日

生
じ
た
電
話
需
要
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
原
告
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
電
話
局
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
結
果
な
さ
れ
た
接
続
変
更
を

め
ぐ
っ
て
争
い
が
生
じ
た
。
上
級
郵
便
管
理
局
の
指
示
に
も
と
づ
い
て
、
被
告
Y
通
信
局
は
、
原
告
ら
に
接
続
変
更
計
画
決
定
の
実
施
を
通
知
し

た
。
原
告
は
こ
の
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
判
決
は
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て
原
告
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

「
変
更
決
定
に
対
す
る
出
訴
可
能
性
(
同

gmosom--ロ
y
r
g
C
は
な
い
、
と
の

Y
の
見
解
に
は
従
え
な
い
。
む
し
ろ
訴
え
は
許
さ
れ
る
。
」

「
V
W
G
O
四
二
条
二
項
に
も
と
づ
き
、
訴
え
が
許
さ
れ
る
の
は
、
原
告
が
行
政
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
段
損

(g吋
Z
S
C
さ
れ
る
と

主
張
す
る
と
き
で
あ
る
。

Y
の
決
定
通
知
は
行
政
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
の
事
案
で
、
外
部
効
果
を
も
っ
て
関
係
者
間
の
法
関
係
を
規
律
す

る
。
そ
れ
は
接
続
変
更
を
受
忍
す
る
よ
う
、
原
告
を
義
務
づ
け
る
。
原
告
は
こ
の
規
律
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
鍛
損
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
原
告
は

V
W
G
O
四
二
条
二
項
に
い
う
即
耳
慣
を
主
張
し
て
い
る
。
訴
え
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
た
だ
、
明
ら
か
に
か
っ
一
義
的
に
、
ど

う
考
え
て
も
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
が
存
在
し
な
い
か
、
も
し
く
は
原
告
に
帰
属
し
得
な
い
と
き
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本

件
は
こ
う
し
た
事
案
で
は
な
い
。
原
告
は
一
九
二
八
年
通
信
制
度
法
八
条
に
も
と
づ
き
、
特
定
地
方
局
へ
の
回
線
接
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、

他
局
へ
の
乱
暴
な
変
更
を
受
忍
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
本
件
は
、
道
路
の
徴
収
(
巴
ロ
江
各
ロ
ロ
包
に
際
し
、
〔
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ

て
も
保
護
さ
れ
る
沿
道
に
い
る
者
の
道
路
利
用
(
〉
己
芯
内
向
的

5
E
5
5
と
異
な
り
、
基
本
法
二
条
に
よ
っ
て
し
か
保
護
さ
れ
な
い
]
単
な
る

一
般
利
用
(
聞
の
v
z
n
F
Z
O
O
B
Sロ
宮

σ
2
5
5を
主
張
す
る
者
が
原
告
と
な
っ
た
事
案
な
ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
、
関
係
者

に
は
一
義
的
か
つ
明
ら
か
に
権
利
は
帰
属
し
な
い
け
れ
ど
も
、
本
件
で
原
告
は
通
信
制
度
法
八
条
に
も
と
づ
く
権
利
と
、
こ
れ
に
結
び
つ
く
暇
庇

の
な
い
裁
量
行
使
を
求
め
る
権
利
を
鍍
慢
さ
れ
る
と
主
張
で
き
る
。
」
(
立
・
)

「
け
れ
ど
も
、
訴
え
に
は
理
由
が
な
い
。
」
(
品
)
(
傍
点
引
用
者
)
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間
《
可
能
性
説
》
の
一
般
的
性
格

以
上
の
判
決
に
お
い
て
、
《
訴
え
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
た
だ
、
明
ら
か
に
か
っ
一
義
的
に
、
ど
う
考
え
て
も
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ

て
い
る
権
利
が
存
在
し
な
い
か
、
も
し
く
は
原
告
に
帰
属
し
得
な
い
と
さ
だ
け
で
あ
る
。
》
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
通

常
、
《
可
能
性
説
》
と
呼
ば
れ
る
枠
組
み
で
あ
る
。
原
告
適
格
の
場
に
お
い
て
、
権
利
(
保
護
規
範
)
の
存
否
の
確
定
を
要
求
し
て
い
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
ま
た
、
こ
の
枠
組
み
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
適
格
の
肯
定
に
と
っ
て
き
わ
め
て
緩
い
枠
組
み
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

実
際
、

い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
原
告
適
格
(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
枠
組
み
の
具
体
的
な
適
用
は
、
複
雑
で
あ
り
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
判
決
は
原
告
適
格
の
場
面
に
お
い
て
も

か
な
り
詳
し
く
権
利
の
存
否
を
審
査
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

た
と
え
ば
、
@
判
決
は
、
本
案
に
お
い
て
、
「
所
有
権
(
基
本
法
一
四
条
)
投
損
」
を
否
定
し
、
ま
た
原
告
の
持
つ
同
意
権
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
同
様

2) 

の
公
的
な
法
的
地
位
を
論
じ
る
ほ
か
に
、
さ
ら
に
加
え
て
、
先
の
引
用
部
分
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
予
め
原
告
適
格
の
部
分
で
も
、
「
協
働
権
」
と

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
比
肩
し
う
る
法
的
地
位
と
に
つ
い
て
積
極
的
に
述
べ
て
い
る
。
@
判
決
を
も
っ
て
、
「
権
利
の
存
在
を
ー
ー
ー
そ
の
主
張
の
み
な
ら

a) 

ず
|
|
|
訴
訟
要
件
と
み
な
し
て
い
る
」
と
理
解
す
る
者
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
@
判
決
は
、
原
告
適
格
の
部
分
で
、
「
地
元
電
話
局
へ
の

回
線
接
続
請
求
権
」
と
「
に
れ
に
結
び
つ
く
破
統
の
な
い
裁
量
行
使
を
求
め
る
権
利
」
の
存
在
を
指
摘
し
、
本
案
で
は
「
同
一
通
信
網
へ
の
存
続

請
求
権
」
を
否
定
し
て
い
説
。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
原
告
適
格
の
肯
定
判
断
に
緩
そ
う
な
枠
組
み
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
「
権
利
投
精
」
の
主
張
で
足
り
る
、
と

の
見
解
に
近
そ
う
で
あ
り
な
が
民
、
原
告
適
格
の
場
面
で
も
権
利
の
存
否
を
か
な
り
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
説
。

さ
て
こ
こ
で
、

い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
処
分
名
宛
人
が
原
告
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
@
判
決
の
原

告
も
独
立
区
画
の
解
体
・
合
併
の
当
事
者
で
あ
っ
て
、
合
併
決
定
の
名
宛
人
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
《
可
能
性
説
》
は
名
宛
人
が
原
告
の

場
合
の
判
断
枠
組
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
《
可
能
性
説
》
を
も
っ
て
判
例
の
立
場
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と

北法41(3・69)1119



説

に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
第
三
者
隣
人
が
原
告
と
な
る
建
築
隣
人
訴
訟
の
判
例
と
は
比
較
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

::lti:去41(3・70)1120

論

と
こ
ろ
が
近
年
、
第
三
者
訴
訟
の
一
類
型
と
考
え
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
競
業
者
訴
訟
に
お
い
て
も
、
《
可
能
性
説
》
を
と
る
判
決
が
登
場

し
た
。
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
八
二
年
三
月
二
三
日
判
決
(
∞
〈
司
君
。
回

o
u
-
-
2
H
ロ
〈
巴
・

5
∞N
噌
∞
-
g
N
R
・
)
が
そ
れ
で
あ

4hvo 

本
件
の
事
案
は
、
あ
る
衣
服
小
売
庖
(
参
加
人
)
へ
の
閉
居
時
間
延
長
例
外
許
可
の
取
り
消
し
を
求
め
て
、
近
隣
商
庖
街
の
小
売
庄
が
争
っ
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
参
加
入
小
売
屈
の
あ
る
商
居
街
は
、
被
告
市
の
所
有
地
に
あ
っ
た
。
さ
て
、
原
告
適
格
に
つ
い
て
、
判
決
は
大
要

次
の
よ
う
に
い
う
。

「
訴
訟
上
の
原
告
適
格
(
同
F
問
。
宮
内
口
問

Em)
へ
の
要
求
は
過
大
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
例
に
よ
れ
ば
、

v
w
G
O
四
二
条
二
項
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
る
主
観
的
な
困
難
(
回
己
主
申
E
U∞
回
冊
目
白
押

2
0円
)
は
、
次
の
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
申
立
て
を
正
し
い
と

仮
定
す
る
と
、
明
ら
か
に
か
っ
一
義
的
に
、
ど
う
考
え
て
も
、
原
告
の
権
利
が
鍍
領
さ
れ
得
な
い
場
合
で
あ
る
。
原
告
は
、
参
加
入
に
与
え
ら
れ

た
例
外
許
可
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
競
争
上
の
利
益
を
打
撃
さ
れ
る
と
主
議
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
権
利
ー
ー
ー
と
り
わ

け
、
基
本
権
|
|
|
の
般
損
と
い
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い

J
S
S
)
(傍
点
引
用
意
い

文
章
表
現
に
若
干
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
本
判
決
の
枠
組
み
も
ま
た
、
《
可
能
性
説
》
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
判
決
は

傍
点
を
賦
し
た
部
分
で
、
上
述
の
諸
判
決
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
可
能
性
説
》
は
、
原
告
適
格
に
関
す
る
一
般
的
判
断
枠
組
み
と

し
て
の
地
位
を
い
っ
そ
う
占
め
る
に
至
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

コ
ッ
プ
引
用
判
例
の
検
討

(3) 

つ
ぎ
に
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
保
護
規
範
が
必
要
だ
、
と
述
べ
る
コ
ッ
プ
が
引
用
し
て
い
た
判
例
を
紹
介
・
検
討
し
ょ

-つ。@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
五
部
一
九
五
五
年
九
月
一
五
日
判
決
(
の
出
N

・
∞O
ω
)
 



本
件
原
告
は
、
結
核
患
者
救
助
金
の
給
付
を
求
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
扶
助
団
体
の
支
払
い
拒
否
決
定
を
争
う
、
取
消
訴
訟
か
義
務
づ
け
訴
訟

で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
一
九
五

O
年
四
月
一
四
日
の
ラ
イ
ン
ラ
一
ン
ト
H

プ
フ
ア
ル
ツ
行
政
裁
判
所
法
一
五
条
一
項
に
よ
る
と
、
原
告
適
格
(
百
回
官
，

Z
E内
三
回
)
は
行
政
庁
の
命
令
等
に
よ
り
打
撃
を
被
っ
た
者
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

判
決
は
こ
こ
で
の
打
撃
概
念
は
係
争
給
付
に
対
し
何
ら
の
法
関
係
も
持
っ
て
い
な
い
原
告
の
よ
う
な
者
す
べ
て
が
出
訴
で
き
る
と
い
う
ほ

ど
広
く
な
い
と
し
、
原
告
は
本
件
行
政
行
為
に
よ
り
打
撃
を
被
っ
て
い
な
い
と
し
た
。
本
判
決
が
原
告
に
つ
い
て
給
付
に
対
す
る
法
関
係
を
否
定

し
た
の
は
、
ま
ず
救
助
金
の
目
的
が
患
者
の
た
め
で
は
な
く
国
民
の
健
康
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
申
請
資
格
が
患
者
に
は
な
く
、
た
だ
保

健
所
係
官
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
。
ま
た
、
基
本
権
は
救
助
金
請
求
権
を
直
接
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る

ほ
か
、
救
助
金
と
公
的
扶
助
と
の
違
い
も
指
摘
し
て
い
る
。
(
隔
{
子
体
原
文
〕

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
六
三
年
六
月
二
八
日
判
決
(
O回
戸

公法上の建築隣人訴訟は)

タ
ク
シ
ー
増
車
申
請
拒
否
決
定
の
取
消
訴
訟
に
参
加
し
た
既
存
の
競
業
者
か
ら
、

を
退
け
て
い
た
守
口
早
島
耳
目

Hmg)。
上
告
棄
却
。

判
決
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
六

O
年
六
月
八
日
決
定
を
引
用
し
、
本
件
新
規
参
入
阻
止
の
規
律
は
、
も
っ
ぱ
ら
公
益
目
的
で
あ
る
と
し
つ

つ
、
「
個
々
の
既
存
業
者
の
経
済
的
利
益
が
新
規
参
入
阻
止
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
た
だ
の
反
射
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
」
と
し
、
保
険
業
務
範
囲
の
拡
大
許
可
を
め
ぐ
る
競
業
者
訴
訟
に
関
す
る
先
例
(
の
凶
戸

-
N
N
)

を
引
用
し
て
、
上
告
人
た
る
既
存
業

者
に
原
告
適
格
(
百
兵
∞

Z
p
m己
的
)
は
帰
属
し
な
い
、
と
す
る
。

み
ぎ
処
分
取
消
判
決
に
対
し
上
告
し
た
事
件
。
原
審
は
控
訴

以
上
二
つ
の
判
決
は
、
権
利
(
法
関
係
)

の
存
否
を
、
判
決
の
い
う
「
原
告
適
格
(
同

E
宮
吉
宮
内
包
凹
)
」

の
場
面
で
処
理
し
た
も
の
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
二
九
六
三
年
、
パ
ッ
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
、
当
初
、
訴
訟
要
件
・
本
案
勝
訴
要
件
な
ど
を
論
じ

る
に
あ
た
り
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
学
説
・
判
例
上
の
諸
々
の
概
念
(
例
え
ば
、

し
な
が
ら
転
用
し
て
い
た
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
み
ぎ
の
二
つ
の
判
決
が
い
う
「
原
告
適
格
」
が
、
は
た
し
て
訴
訟
要
件
と
し
て
の

そ
れ
な
の
か
、
疑
問
を
述
べ
る
余
地
も
あ
り
う
る
。

品
問
円
}
回
目
叩

m
E
E
E
F
O円
、

B

∞ロ
E
C
Z芯
E
H什
J

)

を
誤
解
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説

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
六
七
年
七
月
一
八
日
判
決
(
。
閉

N
H

ω
O
ω
)
 

号きA
宙開

本
件
原
告
は
、
医
師
国
家
試
験
合
格
以
来
、
精
神
科
医
と
し
て
活
動
し
て
き
た
者
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
に
被
告
医
師
会
が
原
告
に
対
し
一
般

救
急
業
務
へ
の
従
事
を
命
じ
た
。
原
告
は
こ
の
命
令
を
争
っ
た
。
本
判
決
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
請
求
を
認
容
し
た
。

判
決
は
本
件
命
令
が
個
人
の
権
利
・
自
由
領
域
へ
の
高
権
的
介
入
で
あ
る
こ
と
、
職
業
上
の
自
治
組
織
と
し
て
自
律
的
強
制
権
を
有
す
る
医
師

会
の
よ
う
な
立
法
者
の
自
由
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
に
も
と
づ
く
職
業
活
動
の
規
律
に
お
い
て
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に
過
剰
な
負
担
を
課

し
、
受
忍
で
き
な
い
責
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
ま
で
は
及
ば
な
い
こ
と
を
ま
ず
指
摘
す
る
。
つ
づ
け
て
、
基
本
法
二
条
は
国
家
権
力
の
み
な
ら
ず

医
師
会
を
も
拘
束
す
る
と
し
、
本
条
に
い
う
人
格
の
法
的
保
護
領
域
に
は
良
心
の
自
由
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
医
師
と
い
う
職
業

は
こ
の
良
心
の
自
由
が
特
に
重
要
な
職
業
で
あ
り
、
理
由
の
あ
る
良
心
上
の
疑
問
な
し
に
は
引
き
受
け
ら
れ
な
い
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
医
師

会
は
メ
ン
バ
ー
に
強
制
で
き
な
い
と
す
る
。

「
そ
こ
で
救
急
業
務
へ
の
動
員
が
原
告
に
良
心
上
の
葛
藤
を
も
た
ら
す
か
が
審
査
さ
れ
る
。
原
告
は
国
家
試
験
合
格
後
二

0
年
間
も
精
神
科
医

と
し
て
働
い
て
き
た
こ
と
、
そ
の
た
め
一
般
的
な
医
学
知
識
に
は
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
救
急
業
務
は
予
測
で
き
な
い
多
様
な
患

者
に
対
応
す
る
。
救
急
業
務
は
で
き
る
だ
け
最
高
の
治
療
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
生
死
は
初
期
治
療
に
依
存
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
原
告
は
救
急
業
務
に
か
か
わ
る
こ
と
を
純
粋
に
良
心
上
の
理
由
か
ら
時
糸
口
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は

個
々
の
専
門
医
の
良
心
上
の
葛
藤
を
配
慮
す
る
な
ら
、
救
急
業
務
が
実
施
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
被
告
は
す
で
に
眼
科

な
ど
の
医
者
を
一
般
的
救
急
業
務
か
ら
免
除
し
て
い
る
。
」
(
臼
呂
町
・
)

本
判
決
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
判
例
集
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
原
告
適
格
と
保
護
規
範
の
存
否
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
一
九
六
八
年
八
月
三

O
日
判
決
(
の
目

8
・

-c-) 

原
告
は
栽
培
農
家
か
ら
ぶ
ど
う
を
買
収
す
る
有
限
会
社
で
あ
る
。

E
C
諸
国
か
ら
の
輸
入
に
対
抗
し
て
生
産
者
を
保
護
す
る
た
め
、
補
助
金
が

給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
原
告
は
生
産
者
で
な
い
こ
と
か
ら
受
給
で
き
な
か
っ
た
。
原
告
は
参
加
人
た
る
農
協
へ
の
給
付
決
定
の
取
り
消
し

な
ど
を
求
め
た
。
原
審
は
訴
え
を
退
け
た
(
与
4
4
2
2ロ
)
。
飛
躍
上
告
棄
却
。
本
判
決
は
許
可
賦
与
を
め
ぐ
る
競
業
者
訴
訟
と
、
補
助
金
給
付
を

北法41(3・72)1122 



め
ぐ
る
訴
訟
と
で
は
事
情
が
異
な
る
と
し
、
後
者
で
は
非
受
給
者
の
生
計
基
盤
の
国
家
に
よ
る
破
壊
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
(
呂
田
『
・
)
。

て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
少
な
く
と
も
第
三
者
が
保
護
に
値
す
る
自
分
の
利
益
が
怒
意
的
に
無
視
さ
れ
た
と
主
張
す
る
と
き
に
は
、
彼
は
取
消
可
能
性
を
持
た
ね
ば
な

ら
な
い

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
グ
ル
ー
プ
の
受
益
は
、
公
の
福
祉
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
、
他
の
者
の
保
護
に
値
す
る
利

益
が
怒
意
的
に
無
視
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
だ
け
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
(
切
〈
四
三
。
回
ケ
斗
)
。
」
(
E
4
)

「
本
件
に
お
い
て
、
ぶ
ど
う
農
家
と
の

密
接
な
関
係
と
、
農
協
へ
の
助
成
に
よ
っ
て
農
家
が
原
告
と
の
取
引
関
係
か
ら
離
れ
る
と
い
う
原
告
提
示
の
危
険
と
に
も
と
づ
き
、
原
告
の
保
護

に
値
す
る
利
益
の
毅
損
(
〈
申
H
Z
Z口
出
品
川
)
が
考
え
ら
れ
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
原
告
の
主
張
は
、
ど
う
考
え
て
も
明
ら
か
に
正
し
く
な
い
と

は
い
え
な
い
。
鍛
領
さ
れ
る
権
利
と
し
て
(
と
国
語
ユ
由
E
Z
H
N
S
F
C、
基
本
法
二
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
競
争
自
由
へ
の
侵
害
(
回
ロ
旬
日
)

が
問
題
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
の
発
展
の
自
由
は
憲
法
に
適
合
し
た
秩
序
に
も
と
づ
か
な
い
国
家
権
力
に
よ
っ
て
損
失
的
負
担
を
被
ら
な

い
と
い
う
基
本
権
的
請
求
権
を
も
含
む
か
ら
で
あ
る
(
回
〈
m
ユ
。
出
?
∞
ω(
∞∞
)

0

」
(
呂
コ
)

判
決
は
け
れ
ど
も
理
由
が
な
い
と
す
話
。

つ
づ
け

い
わ
ゆ
る
競
業
者
訴
訟
を
承
認
し
た
初
め
て
の
判
決
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
被
控
損
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
る
基
本
法
二
条
の
基
本
権
の
存
在
が
、
判
決
全
体
の
論
理
に
お
い
て
は
、
許
容
性
審
査
に
お

本
判
決
は
、

い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

コ
ッ
プ
の
見
解
を
支
持
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
及
が
「
第
三
者
が
:
・
主
張
す
る
と
き
に
は
、

公法上の建築隣人訴訟 (3)

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
」
と
す
る
脈
絡
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
競
業
者
訴
訟
に
お
い
て
、

彼
は
取
消
可
能
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

原
告
適
格
を
否
定
し
た
先
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
原
告
適
格

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
の
承
認
に

は
、
「
権
利
投
損
」
の
主
張
で
足
り
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
基
本
法
二
条
の
基
本
権
が
、
被
援
損
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て

い
る
に
と
ど
ま
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
先
例
と
の
関
係
で
、
本
件
の
よ
う
な
紛
争
に
あ
っ
て
も
、
原
告
適
格
の
承

認
さ
れ
る
理
由
を
特
に
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

北法41(3・73)1123



説

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
二
年
一
月
七
日
判
決
(
C悶
ωタ

日

ω印
)

論

本
件
は
、
運
河
の
水
門
付
近
で
航
行
す
る
船
舶
と
種
々
の
取
引
を
し
よ
う
と
し
た
原
告
が
水
門
付
近
で
の
営
業
許
容
契
約
の
締
結
を
申
し
込
ん

だ
と
こ
ろ
、
被
告
権
限
行
政
庁
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
許
容
の
義
務
づ
け
を
求
め
た
。
上
告
棄
却
。
次
の

よ
う
に
い
う
。

「
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
請
求
権
は
原
告
に
帰
属
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
公
の
営
造
物
の
利
用
請
求
権
は
一
般
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で

な
く
、
一
定
条
件
の
も
と
で
の
み
、
す
な
わ
ち
|
|
|
本
件
で
考
慮
さ
れ
な
い
利
用
強
制
の
事
例
を
除
い
て
1
1
1特
別
な
法
規
範
に
よ
っ
て
根
拠

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
存
在
す
る
。
」

(
N
ω

き
連
邦
水
上
交
通
法
五
条
に
よ
る
と
誰
も
が
船
舶
で
通
行
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
「
原
告
に
直

接
営
業
目
的
で
の
水
門
施
設
の
利
用
請
求
権
を
与
え
る
法
規
範
は
存
在
し
な
い
、
と
り
わ
け
連
邦
水
上
交
通
法
に
は
な
い
。
」

(
N
S
)

そ
の
他
、
原
告
が
考
え
て
い
る
類
の
活
動
は
、
営
造
物
の
目
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
(
N
U
4
1

無
限
庇
裁
量
請
求
権
は
、
裁
量
権
限
賦
与

規
範
が
少
な
く
と
も
そ
の
個
人
の
利
益
に
役
立
つ
よ
う
に
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
与
え
ら
れ
る

(
N
S

ロ
ャ
、
な
ど
と
し
て
い
る
。

判
決
は
権
利
・
請
求
権
の
存
否
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
が
訴
訟
要
件
・
原
告
適
格

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
で
あ
る
の
か
、

不
明
で
あ
る
。

⑪
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
二
年
一

O
月
二

O
日
判
決
(
O凹
土
・

印
∞
)

原
告
は
一
九
五
六
年
以
来
、
水
法
上
の
許
可
(
回
ユ

gσ
巳
田
)
を
得
て
、
温
泉
を
く
み
出
し
て
い
る
。
原
告
の
井
戸
か
ら
一
三
五

0
メ
ー
ト
ル

の
地
点
で
参
加
入
が
ボ
ー
リ
ン
グ
を
開
始
し
た
。
権
限
行
政
庁
は
温
泉
を
く
み
出
す
許
可
を
参
加
入
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
原
告
は
こ
の
取
り
消

し
を
求
め
た
。
上
告
棄
却
。

判
決
は
、
許
可
の
性
質
を
承
認
(
切

3
己
ロ
宮
口
市
町
)
と
比
較
し
つ
つ
説
明
し
て
か
ら

(
E
)、
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

水
法
に
お
い
て
も
隣
人
保
護
は
、
個
別
的
に
保
護
さ
れ
た
私
的
利
益
、
段
損
(
〈
叩
ユ

2
2口
町
内
)
の
種
類
、
そ
し
て
直
接
保
護
さ
れ
る
人
々
の
範
囲

を
充
分
に
明
確
に
し
画
定
す
る
よ
う
な
法
規
定
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
と
し
て
い
る
(
自
己
。
つ

c

つ
け
て
原
告
主
張
を
・
つ
け
て
、
許
可
賦
与
手
続

を
規
律
す
る
水
法
規
定
が
第
三
者
隣
人
に
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

(8)、
手
続
規
定
の
保
護
作
用
は
規
定
の
保
護
目
的
が
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聴
聞
権
・
協
力
権
の
保
護
自
体
に
あ
る
と
き
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る

2
5
0
ま
た
、
承
認
手
続
が
そ
う
し
た
手
続
上
の
保
護
を
与
え
て
い

る
と
す
る
手
が
か
り
は
な
い
と
し
て
い
る
包
己
。
た
だ
、
許
可
・
承
認
も
し
く
は
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
既
存
の
水
利
状
況
が
持
続
的
に
変
化
し
、
隣

人
が
そ
の
こ
と
に
よ
り
重
大
か
つ
受
忍
で
き
な
い
よ
う
に
打
撃
さ
れ
る
と
き
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
隣
人
保
護
が
登
場
す
る
と
し
て
い
る
3
8
0

結
局
、
原
審
が
原
告
の
実
体
的
な
法
的
地
位
へ
の
打
撃
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
基
本
権
、
個
別
法
に
も
と
づ
く
隣
人
保
護
は
問
題
に

な
ら
な
い
と
し
た

(g
同・)。

保
護
規
範
の
存
否
を
論
じ
る
場
が
、

原
告
適
格

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
な
の
か
、

不
明
確
で
あ
る
。

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
七
年
二
月
二
五
日
判
決
(
。
回
目
ド

本
判
決
は
、
隣
人
保
護
規
範
が
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
《
配
慮
原
則
》
に
も
と
づ
く
隣
人
保
護
を
認
め
た
画
期
的
な
も
の
で
あ

る
。
詳
細
は
第
四
章
で
紹
介
・
検
討
す
る
。
さ
て
、
本
件
で
通
常
の
保
護
規
範
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

コ
ッ
プ
が
こ
こ
で
引
用

参
照
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
部
-
九
七
七
年
七
月
八
日
判
決
(
ロ
α〈

5
4∞・

ω・2
c
R
)

公法上の建築隣人訴訟 (3)

原
告
航
空
業
者
は
、
参
加
入
が
経
営
す
る
空
港
の
発
着
使
用
料
値
上
げ
の
許
可
を
争
っ
た
。
上
告
棄
却
。

判
決
は
ま
ず
、
本
件
許
可
が
国
家
監
督
権
の
一
手
段
で
あ
り
、
室
港
経
営
者
の
料
金
規
律
の
前
提
を
作
出
す
る
公
法
上
の
措
置
で
あ
り
、
法
形

成
的
性
格
を
有
す
る
形
成
的
行
政
行
為
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
ず
つ
い
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
先
例
(
。
回
-
0
・
-
N
N
C
N
U
)
)
を
引
き
つ
つ
、

原
告
が
権
利
を
鍛
指
令
耳
目
2
N
C
さ
れ
る
の
は
、
原
告
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
生
活
領
域
が
係
争
行
政
行
為
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
る
と
き
で
あ

る
と
し
、
こ
の
条
件
は
原
告
が
名
宛
人
で
な
い
と
き
に
は
、
行
政
行
為
が
依
拠
す
る
規
定
の
み
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
と
す
る
(
∞
〈
句
者
。
回
目
w

呂
Q

H

)

)

。
そ
し
て
、
こ
の
審
査
は
基
本
法
二
条
一
項
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
無
用
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
理
由
は
い
わ
ゆ
る
第
三
者
訴

訟
に
お
い
て
は
第
三
者
の
法
的
地
位
へ
の

H

侵
害
(
何
日
司
王
)

H

が
お
よ
そ
存
在
す
る
か
が
決
定
的
に
重
要
だ
か
ら
と
し
て
い
る
。
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説

の宇
み犬こ
1)、

全本
iJ件
丸許

屋Z
CJ 対，

ら方
関
係パ
で Li
L立、
純は、
皆本
語件

妻堅

持
〆命、 苦吟岬

吋匝T
c1> 呪台

ロ 2三

笠 令
早哩
n 

E Z長
2..の
5許
1可
たは
弓参

宮茄

Z2 
で霊
s、乞コ

ると
との
し間
ての
い I去
る震

，-.， 

~ 
Cむ
の
~ 
m 
〈
c1> 
円
~ 
Pl: 

ロ
ul 

言命

保
護
規
範
の
存
否
と
原
告
適
格
(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
判
決
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
不
明
で
あ
る
。

* 

* 

* 

以
上
紹
介
し
た
判
決
の
な
か
で
、

コ
ッ
プ
の
見
解
を
支
持
し
う
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
@
一
九
五
五
年
判
決
、
@
一
九
六
三
年
判
決
、
@

一
九
六
八
年
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
、
@
判
決
は
、

一
九
六

O
年
制
定
に
か
か
る

V
w
G
O
以
前
に
お
け
る
、
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
法
に

関
す
る
事
例
で
あ
っ
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
訴
訟
要
件
と
本
案
勝
訴
要
件
と
は
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

@
判
決
に
い
う
「
原
告
適
格
」
を
訴
訟
要
件
と
し
て
の
そ
れ
と
理
解
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
ほ
か
の
二
つ
は
、
い
ず
れ
も

競
業
者
訴
訟
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
競
争
の
自
由
が
前
提
に
あ
る
た
め
、
た
ん
な
る
競
業
者
は
、
他
人
に
与
え
ら
れ

た
行
政
決
定
や
補
助
金
交
付
決
定
を
そ
も
そ
も
争
え
る
の
か
、
が
疑
問
に
な
り
得
た
紛
争
類
型
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、

コ
ッ
プ
の
見
解

に
は
判
例
上
の
根
拠
が
乏
し
い
と
い
う
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

凶

ま

と

め

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
判
例
上
、
①
原
告
適
格
の
存
否
を
判
断
す
る
一
般
的
枠
組
み
と
し
て
、

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
コ
ッ
プ
の
主
張
と
異
な
り
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い

て
、
②
保
護
規
範
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
の
判
断
は
本
案
の
問
題
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

《
可
能
性
説
》
が
採
用
さ

こ
こ
で
、
み
ぎ
の
①
②
を
明
言
す
る
近
時
の
建
築
法
関
連
判
決
を
紹
介
す
る
。
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
八
三
年
一
二
月
九
日
判

決

(
z
h
巧
呂
∞
?
∞

-
E豆
町
・
)
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

北法41(3・76)1126 



「
訴
え
は
け
れ
ど
も
許
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
告
は
V
W
G
O
四
二
条
二
項
に
も
と
.
つ
い
て
、
当
該
建
築
許
可
に
よ
り
自
己
の
権
利
を
鍛
相
関

さ
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

N

明
ら
か
に
か
っ
一
義
的
に
ど
う
考
え
て
も
あ
り
得
な
い
H

よ
う
に
は
思
え
な
い
。
原
告
が

自
己
の
権
利
を
毅
損
さ
れ
る
か
、
と
り
わ
け
原
告
が
そ
の
侵
犯
を
攻
撃
し
て
い
る
規
定
が
第
三
者
保
護
機
能
を
持
つ
か
は
、
本
件
で
は
、
た
だ
訴

え
の
理
由
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
」
己
主
)
(
傍
点
引
用
都
)

他
方
、
次
の
二
点
で
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
お
も
に
原
発
訴
訟
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
原
告
適
格
の
承
認
に
必
要
な
説
明

義
務
(
ロ
R
Z
m
E
H
m
m立
口
。

Z
S
)
の
程
度
が
高
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
著
と
な
っ
た
、
@
連
邦
行

政
裁
判
所
第
七
部
一
九
八

O
年
一
二
月
二
二
日
判
決
(
切
〈
司
君
。
閏

2
・

N
g
H
ロ
〈
巴
-
M
C
∞
ケ
∞
・

8
ω
R
-
H
Zら
名
目
。
∞
ケ
∞
・

5
8
R
・)

を
紹
介
し
よ
う
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

事
案
は
、
原
子
力
発
電
所
シ
ュ
タ
l
デ

3
5門
戸
伯
)
に
与
え
ら
れ
た
継
続
的
営
業
を
認
め
る
第
七
部
分
営
業
許
可
の
取
り
消
し
を
、
発
電
所
か

ら
二
五
キ
ロ
離
れ
た
地
点
に
い
る
住
民
が
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
た
と
え
立
地
点
か
ら
二
五
キ
ロ
離
れ
て
い
て
も
、
原
発
の
影
響
を
被

り
、
そ
の
危
険
に
潜
在
的
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
主
張
で
き
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
あ
り
得
な
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
、
と
原
判
決
は
考
え
、
訴
え

の
許
容
性
を
認
め
て
い
た
。
本
判
決
は
、
詳
細
に
論
点
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
原
告
適
格
を
否
定
し
た
冒
頭
の
結
論
部
分
だ
け
を
紹
介
す

る
に
と
ど
め
た
い
。
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
原
判
決
は
V
W
G
O
四
二
条
二
項
に
反
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
係
争
第
七
部
分
営
業
許
可
に
よ
っ
て
・
自
己
の
法
的
に
保
護
さ
れ
た
地
位
を
打

撃
さ
れ
る
、
と
原
告
が
主
張
で
き
る
と
す
る
、
十
分
に
理
由
づ
け
ら
れ
た
申
立
て
♀

5
2片
}
g
E
E
σ
田

E
E
5
2
2
呂
田
宮
5
5
Zロm
窓
口
)

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

(
N
2
『・)

「
原
告
は
ま
ず
平
常
巷
転
か
ら
の
危
険
を
争
う
。
原
判
決
は
、
原
告
適
格
の
承
認
に
必
要
な
説
明
に
あ
ま
り
に
わ
ず
か
な
条
件
し
か
課
し
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、
原
告
の
要
求
を
支
え
る
規
範
は
何
か
を
問
う
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
原
判
決
は
、
二
五
辛
口
一
離
れ
て
い
て
も
原
発
か
ら
の
影
響

を
被
る
と
原
告
が
主
張
す
る
と
き
、
原
告
は
明
ら
か
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、

v
w
G
O
四

二
条
二
項
は
た
ん
な
る
打
撃
で
は
な
く
、
自
己
の
権
利
毅
損
の
主
張
を
前
提
に
し
て
い
る
。
権
利
段
損
は
、
原
告
の
要
求
を
支
え
る
そ
の
時
々
の

保
護
規
範
に
よ
っ
て
の
み
答
え
ら
れ
る
。
原
告
の
本
件
申
立
て
が
V
w
G
O
四
二
条
二
項
を
充
す
の
は
、
原
発
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
電
離
放
射

北法41(3・77)1127 



説

線
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
権
利
が
原
告
に
帰
属
す
る
か
、
も
し
く
は
帰
属
し
う
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

明
ら
か
に
存
在
し
な
い

)
O

」
(
N白
N
)

そ
う
い
う
権
利
は
法
秩
序
に
照
ら
し
て

吾Aa岡

も
う
ひ
と
つ
は
、
み
ぎ
の
点
と
も
密
接
に
関
連
す
る
が
、
《
可
能
性
説
》
に
お
い
て
、
原
告
に
よ
っ
て
そ
の
投
損
を
主
張
さ
れ
る
権
利
が
、

三
義
的
か
っ
明
ら
か
に
存
在
し
な
い
か
、
も
し
く
は
原
告
に
帰
属
し
な
い
》
と
さ
れ
る
場
合
が
、
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
《
可
能
性
説
》
を
と
る
判
例
と
し
て
紹
介
し
た
、
@
一
九
七
三
年
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

つ
ま
り
、

「
本
件
は
、
道
路

の
徴
収
に
際
し
、
[
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
沿
道
に
い
る
者
の
道
路
利
用
と
異
な
り
、
基
本
法
二
条
に
よ
っ
て
し
か
保
護

さ
れ
な
い
〕
単
な
る
一
般
利
用
を
主
張
す
る
も
の
が
原
告
と
な
っ
た
事
案
な
ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
、
関
係
者
に
は
一

義
的
か
つ
明
ら
か
に
権
利
は
帰
属
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
み
ぎ
に
紹
介
し
た
シ
ュ
タ
l
デ
原
発
に
関
す
る
@
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

も
、
「
原
発
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
電
離
放
射
線
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
権
利
は
法
秩
序
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
存
在
し
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
事
案
に
応
じ
、
ま
た
時
代
の
法
観
念
に
応
じ
て
、

「
明
ら
か
に
存
在
し
な
い
」
と
み
な
さ
れ
る
「
権
利
」

の
投
損
を
原
告

が
主
張
す
る
場
合
に
は
、
原
告
適
格
(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
は
承
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
「
権
利
論
」
に
注
目
し
つ
つ
、
保
護
規
範
(
権
利
)
の
存
否
と
原
告
適
格
(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
と
の
関
係
に
対
す

る
判
例
の
態
度
も
、
建
築
隣
人
訴
訟
を
素
材
に
、
次
節
で
詳
し
く
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
l
)
〈
包

-
g・
河
-
∞

n
F
2
M
r
P
3回
同

E
a
2
r
E口
}
5
H
a
Z
R
Vぴ
伊
門
田
口

F
E
N
J
Z
C一
河
呂
∞

ωλ
凶・

2
R・(∞
-
S
F
『
ロ
・
円
)
・

(
2
)
参
照
、

v
w
G
O七
九
条
一
項
、
二
項
。

(
3
)
C
-
∞
円
宮
司
∞
吋
門
凶
作
『
申
問
団

?
O
R恒
三
口

n
y
g
同
申

n
v
tロ
仏
巾
吋
司
同

-
F叩
mw「

σ
2
Eロ
m
ア
∞
・
〉
ロ
巴

-
L
g
d・
河
内
H
N
N
∞
一
〈
m
H
・内
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口
}
戸
。
・
寸

m
n
Eコ
丈
君
・
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Schmidt-Glaeser. Verwa1tungsprozessrecht. 7. Aufl.. 1985. S. 83 f.( a )); B. Bender/R. Dohle. Nachbarschutz im 

Zivil-und Verwaltungsrecht. 1972. Rd. 64(S. 31)(“verletzt" (i. S. von rechtswidrig beeintrachtigt bzw. betroffen 

)); K. A. Bettermann. "Gewerberechtliche Nachbarklage?". NJW 1961. S. 1097 (に掛 (Betroffenheit)ベJ掛聴
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Bachof， Verfassungsrecht. Verwaltungsrecht. Verfahrensrecht. Bd. 1.1963. S.202; Bd. 2.1967. S.225 f. ~~早灘
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ders..DVBl. 1984. S. 140041 Fn. 9 ). 
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(ω) Vgl. Laubinger， aaO(Fn. 3). S. 91. 

(也)V gl. Bettermann. "Die Legitimation zur verwaltungsgerichtlichen Anfechtung. Nach osterreichischem und 

deutschem Recht". in: H. W. Fasching/W. Kralik(Hrsg.). Festschrift fur H. Schima.1969. S. 71 (81)(nachteilige 
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(ト)Tschira/Schmidt-Glaeser， aaO(Fn.3)， S. 83; Schwerdfeger， aaO(Fn. 3)， Rd. 228 mit Fn. 17; F. O. Kopp， Ver-

wa1tungsgerichtsordnung， 5. Aufl.，1981， Rd. 37 zu 1i 42; Eyermann!Frohler， Verwa1tungsgerichtsordnung， 1. 

Aufl.， 1960， Rd. 88 zu 1i 42; Ch.-F. Menger， System des Verwa1tungsrechtsschutz， 1954， S.116; Bachof， "Nach-

wort"， AoR 1963， S. 424 ff.(427f.); K. Stern， Verwaltungsprozessuale Probleme in der offentlich-rechtlichen Ar-
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(∞) K. Redeker/H.-J. von Oertzen， Verwaltunggerichtsordnung， 7. Aufl.， 1981， Rd. 14 zu ~ 42; Heinrich Hoff-

mann， "Die Rechtsschutzbehauptung im Verwa1tungsprozes"， VerwArch、1962，S. 297 ff.(300，302 ff.)(総選剣Q穏

gr..9...)¥J二時).
(ヨ)総連"毛田トE・ja'faA仰:国(∞) 11~ 1!TI((~~j rヨヨ!括姻~J G福岡~W~ トJ トJ ユt{l)" Vgl. Bender/Dohle， aaO(Fn. 3)， 

Rd. 64; N. Achterberg， "Die Klagebefugnis-eine entbehrliche Sachurteilsvoraussetzung?"， DVBl. 1981. S. 278 

ff.; Schenke， Die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG， 1982， Rdn. 150 f.; vgl. auch Hoffmann， aaO(Fn.9)， 

S. 300 Fn.12; Stern， "Sachlegitimation， Proze s fuhrungsbefugnis und Beiladung unter besonderer Berucksich-

tigung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts"， in: W. Weber/C. H. Ule/O. Bachof(Hrsg.)， Rechtsschutz 

im Sozialrecht， 1965， S. 223 ff.(233 mit Fn. 49)(herrschende Terminologie). 

(コ)Vgl. Redeker/von Oertzen， aaO (Fn.9)， Rd.14zu ~ 42;vgl. auch BVerwG， Urt. v. 27. 1. 1960， GE 10，122(123) 

(く監:\lD摺~~#製~~ぷE夏休J ++lJ!t裂がt{ð栴 11 l!卜吋小￡千.Q G 下J 崎玉Y 製~W~1眠時孔J1111日小辺台下J~回心ロニ)).

(ど);京国ねJ-jmt{d側(Tschira/Schmidt-Glaeser，aaO (Fn.3)， S. 83 f.; Eyermann/Frohler， Verwa1tungsgerichtsordnung， 

1. Aufl.， 1960， Rd. 91)'トモ耐久J-jm時栴 (Redeker/vonOertzen， aaO (Fn. 3)， Rd.15 zu ~ 42)。

(;8) Vgl. K. Obermayer， "Die verwaltungsgerichtlichen Klagen"， BayVBl. 1960， S. 208(211(3)); R. Steinberg， Das 

Nachbarrecht der offent1ichen An1agen， 1988， S. 213 (Rd.294). 
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(
H
)
切
伯
仲
g
コE
S
P
・
-
聞
C
p
m
申
ぴ
申
『
己
市
町
巳
回
E
H
門
日
〉
-
E己
o
m
F
t
自
己
守
口
H
B
〉
ロ
F
n
v
Z
口
市
町
田
明
】
円
O
N
a
m
-
-
-
百
日
間
三
回
¥
Z
伊
E
H
Z
W
H
H
ロ
(
回
目
m
-
Y
2
・
。

(『ロ・
3
・日出・

8
由
民
・
(
た
だ
し
、
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
は
、
£
g
n
Y
4
4
申
円
ョ
の
存
在
を
要
求
し
て
い
る
a
-
A
g
R
-
怠
ア
合
作
〈
m
z
・
m
g
n
F
号
吋
回
二
盟
申

図
。
m
n
y
d
〈
恒
可
丘
町
貝
Z
m
2
0
3
一
己
回
目
。
酔
N
C
H
H
肉
・
E
4
0
・
∞
・
呂
町
・
)
。
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
の
見
解
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
は
、
0
・
F
-
O
B
B
-
ミ
〈
2
4

4〈匝
-
Eロ
岡
町
内
w
r
g
H
H
正
ロ
沼
umL当
局
}EH戸内
J

〈
句
者
〉
2
F
・
E
2
・
∞
-
N
O
R
-
(
ω
円
一
司
ロ
・
包
)
(
注
に
お
け
る
=
回
g
n
F
d
〈
叩
吋
円
H
O
-
-
は
ε

回
g
n
r
d
〈
叩
司
ョ

の
誤
植
と
恩
わ
れ
る
)
で
あ
る
。
な
お
、
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
に
お
い
て
、
=
切
冊
目
n
y
d
〈
申
吋
ョ
と
は
、
損
失
的
影
響
(
ロ
R
E
o
-
-
片
側
叩
切
忠
『
O
R
g
y
s
c
、

す
な
わ
ち
打
撃
(
∞
2
5可
r
y
丘
明
日
刊
)
の
こ
と
で
あ
る
(
仏
R
m
・
-
g
。
(
吋
ロ
・

8
・
∞
・
∞
己
。
ベ
ッ
タ
i
マ
ン
に
原
則
的
に
賛
成
す
る
者
に
、
円
、
E
'

E
ロ
官
p
s
。
(
刷
d
H
M
・
S
-
ω
・
】
】
申
『
・
が
あ
る
)
・

(
日
)
〈
色
・
、
H
d
m
n
y
q
伊
¥
F
F
B
広
?
の
E
2
0
ア
伊
向
。
(
3
7
3
・
∞
・
缶
百
比
百
戸
旧
日
(
《
可
能
性
説
(
E
C
m
-
w
y
r
s
z
p
g
Z
申
)
》
と
呼
ぶ
o
y
g
o
B
-

由同()(吋ロ・

3
・
∞
-
H
E
u
d
『
包
-
m
w
c
n
v
∞
ロ
}
阿
君
。
『
門
由
民
∞
m
m
w
p
由
世
{
)
(
吋
ロ
・
ω
)
・
河
内
田
・
N
ω
日
(
∞
・
∞
N
)
・

こ
こ
で
、
係
争
行
政
行
為
の
違
法
を
仮
定
し
た
場
合
に
、
当
該
行
政
行
為
が
原
告
の
権
利
を
鍍
損
し
て
い
る
と
の
推
論
を
導
き
う
る
よ
う
な
事

実
を
含
ん
だ
陳
述
を
原
告
適
格
の
承
認
に
必
要
だ
と
考
え
る
、
い
わ
ゆ
る
《
合
理
性
説
(
∞
岳
Z
m
m
仲
間
}
S
Z
5
0
2
5
)
》
は
通
常
否
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
(
〈
包
・
岡
山
・
∞
口
y
o
-
N
・
3

巴
芯
ん
い
『
問
。
ロ
壬
口
}γ
吋
申
n
y
E
n
y
由
同
O
ロ
r
c
吋
吋
申
ロ
窓
口
E
H
同
市
川
申
弓
円
四
団
H

何
冊
ロ
Z
m
U
H
d
n
F
ロ
ロ
m
円
安
w
吋
〈
∞
吋
君
色
'

Z
口
問
中
ロ
ロ
門
田
N
E
-
-
m
刃
包
ロ
宮
市
ミ
噂
4
5
M
N
5
4
N
・
∞
・

8
『
『
・
(
巴
)
(
職
権
探
知
に
反
す
る
、
「
権
利
般
債
」
を
略
式
手
続
に
移
行
さ
せ
て
も
ま
う
Y
寸

R
Y
R
E

F
F
B
Eナ
o
g
g
∞
ア
2
0
(
F
H
・
s
-
ω
・
宮
町
・
(
主
張
の
合
理
性
判
断
は
本
案
の
問
題
で
あ
る
、
《
合
理
性
説
》
は
打
撃
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
要

求
し
、
違
法
性
は
仮
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
態
度
は
違
法
性
に
つ
い
て
も
主
張
を
要
求
す
る
V
w
G
O
四
二
条
二
項
の
明
文

に
反
す
る
、

v
w
G
O
八
八
条
一
項
の
職
権
探
知
原
則
に
矛
盾
す
る
、
裁
判
所
は
考
察
の
焦
点
を
本
案
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
)
二
包
-
g
n
y

∞
z
g
吋
B
M
g
p
口
広
切
g
n
y
d
q
o
円
丘
団
関
Z
m
g
o
E
己
回
目
。
z
c
ロ
m
-
5
4
0
・
∞
・
2
5
庄
司
ロ
・
ω
-
)
o
u
-
Z
2
5
申
可
申
ア
口
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間
F
m
∞
ゲ
申
p
m
E
m
H
H
H
M

〈
向
者
向
W
F
C
H
戸
m
町
田
胃
O
N
叩
a
・
5
4
?
ω
・
ご
-
町
内
・
は
、
原
告
が
訴
え
に
よ
り
自
己
の
権
利
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
で
十

分
だ
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
小
早
川
・
前
掲
書
注

(
3
)
=
二
頁
注

(ω)、
二
九
頁
は
、
《
合
理
性
説
》
を
「
推
論
可
能
性
説

3
n
F
E
Z
-
m
r
s
z
p
g
ユ
申
)
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
多
数
説
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
な
お
、
原
告
の
説
明
義
務
の
程
度
を
高
め
る
近
年
の
判

例
傾
向
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
本
文
後
述
「
凶
ま
と
め
」

0

(
同
山
)
吋
吋
O
B
B
-
担

F
O
(
吋ロ

-
-
5
・
m
・
2
司
ロ
-
N
申
・

(
打
)
か
つ
て
コ
ッ
プ
は
、
〈
申
吋
毛
色
苫
ロ
官
官
江
口
宮
田
O
円
円
吉
ロ
ロ
m
?
?
〉
己
ロ
・
(
以
下
、
版
数
(
〉
巳
g
m
m
)
で
引
用
)
・
∞
-
g
-
g
ゃ
、
ω
・
〉
え
-
J

∞・

エ
∞
で
は
、
保
護
規
範
の
存
在
の
問
題
は
原
告
適
格
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
で
よ
い
と
す
る
切
〈
句
者
。
目
4
・
2
ゃ
、
理
由
づ
け
ら
れ
た
主
張
で
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説論

足
り
る
と
し
た
。
問
自
L
ω
N
-
z
h
巧
E
4
0
・
∞
-
N
N
ゴ
R
G
N
4
4
)
を
ひ
く
の
み
で
、
自
身
は
沈
黙
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
〉
巳
-
J

一
月
仏
-
Z
4

2
四
お
に
お
い
て
、
保
護
規
範
が
現
実
に
存
在
す
る
か
の
問
題
は
許
容
性
審
査
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
言

す
る
に
至
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
が
通
説
(
引
用
な
し
)
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
多
く
の
判
例
も
引
い
て
い
る
(
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
引
用

さ
れ
て
い
る
判
例
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
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そ
の
後
も
、
4
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〉
三
日
J

一
河
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8
2
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お
に
お
い
て
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護
規
範
が
あ
る
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問
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訴

え
の
許
容
性
審
査
の
重
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部
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と
し
て
原
則
と
し
て
訴
え
に
理
由
が
な
い
と
き
で
も
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。

許
容
性
審
査
の
後
、
本
案
が
審
査
さ
れ
る
と
の
、
形
式
論
理
を
強
く
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
の
存

否
判
断
に
お
い
て
、
原
告
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
保
護
規
範
の
探
究
が
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効
性
あ
る
権
利
保
護
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
パ
ッ
サ
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大
学
教
授
と
な
っ
た
他
な
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ッ
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摘
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右
;
毛
色
各
自
〉
巳
o
E
o
E
ロ
m
g
m
o
ロ
2
5
2
ロ
Y
S
E
ロ
y
g

〈
句
者
m
w
H
E
ロ
何
回
目
u
円
O
N
⑦
旬
。
吋
仏
ロ
己
ロ
m
m
g
己
m
o
p
c
B
H
B
河
内
W
F
5
8
3
ロ
R
E
口
町
位
。
ロ
凹
E
F
H
m
g
同
州
市
円
宮
町
田
己
申
伺
叩
色
町
叩
宮
守
叩
H
H
H
N
2
v
g

m
n
v
E
N
N
g
m
吋
宏
司
酔
げ
ユ
3
m
g
ロ
1
・
2
U
弘
、
H
d
・
-
由
∞
N
・
回
・
4
品
)
。

な
お
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で
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説
を
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し
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つ
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用
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当
否
に
つ
い
て
は
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稿
で
は
論
じ
な
い
)
、
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こ
れ
ま
で
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ぼ
一
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し

た
見
解
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よ
れ
ば
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て
の
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訟
に
お
い
て
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告
適
格
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p
m
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の
探
究
に
際
し
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そ
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ゆ
え
許
容
性
審
査
に
際
し
て
、
原

告
が
そ
の
侵
犯
を
主
張
す
る
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範
に
も
と
づ
き
、
第
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者
に
お
よ
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権
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が
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し
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る
か
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範
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そ
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叩
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円
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円
四
口
宮
ロ
ロ
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ロ
コ
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田
口
}
H
E
N
-
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由
戸
5
1
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円
}
凶
作
3
4
Z
〈
当
N
-
也
∞
N
L
凶
・
印
『
『
・
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∞
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E
司
ロ
・

5
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〈
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)
〈
包
・

0
・
4〈
E
Z
門
田
;
一
∞
君
。
】
}
内
申
門
口
出
町
田
江
田
保
。
ロ
ロ
円
山
田
口
-
U
3
E
守
2
0
町
内
自
己
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町
}
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田
岡
山
市
吾
作
J
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4
?
∞

-
u
g
(臼
定
)
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∞
口
}
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者
団
司
門
由
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申
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閣
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胆
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(
『
ロ
・
ω
)
-
H
N
門
日
・
N
N
d
B
F
司
ロ
・
目
印
(
ω
・
∞
C
)
・

(
却
)
以
下
の
判
例
紹
介
に
お
い
て
、
判
例
集
な
ど
の
頁
数
は
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用
し
な
い
。
比
較
的
長
い
も
の
に
つ
い
て
だ
け
、
本
文
引
用
文
中
に
、
該
当
す
る
頁
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数
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
入
れ
る
に
と
ど
め
る
。

(
幻
)
本
稿
で
紹
介
・
検
討
し
た
判
決
の
ほ
か
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第
五
部
一
九
七

O
年
一

O
月
二
八
日
判
決
(
。
凹
∞
?
E
N
(
呂
由
同
・
)
)
(
公
務
員
が
給

与
表
ラ
ン
ク
の
引
き
上
げ
を
求
め
た
事
件
)
が
こ
の
枠
組
み
を
と
る
。

(
辺
〉
さ
き
に
引
用
し
た
部
分
に
つ
づ
け
て
判
決
は
大
要
以
下
の
よ
う
に
も
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
訴
え
に
は
理
由
も
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
基
本

法
一
四
条
違
反
の
主
張
は
認
め
ら
れ
難
い
。
け
れ
ど
も
、
係
争
決
定
の
形
式
が
間
違
っ
て
い
る
。
原
告
は
そ
の
法
的
地
位
を
理
由
に
ゲ
マ
イ
ン
デ

と
同
様
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
合
併
決
定
は
原
告
が
同
意
し
た
と
き
に
の
み
な
し
得
た
。
し
か
し
、
同
意
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
法
律
に
よ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
」
(
巴
〈
巴
・

5
2・∞・

2
5

(
泊
)
吋
H，

O
B
B
-
伊
m
w
O
(

吋ロ

-
E
)
・∞・

2
F
H
M由・

(
泊
)
さ
き
の
引
用
部
分
に
つ
づ
け
て
、
判
決
は
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。
つ
ま
り
、
「
な
る
ほ
ど
、
通
信
制
度
法
八
条
に
よ
る
と
、
土
地
所
有
者
は

す
べ
て
、
居
住
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
地
方
通
信
網

(
0
2
8
2
N
)
へ
の
回
線
の
接
続
を
求
め
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て

は
、
原
告
が
接
続
の
継
続
を
求
め
て
い
る
局
は
、
原
告
が
居
住
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
局
で
は
な
い
。
同
じ
通
信
網
に
居
続
け
る
の
を
求
め
る
権
利

は
な
い
。
本
件
で
基
準
と
な
る
一
九
三
九
年
電
話
命
令
(
可
申

3
4
2与
o
Eロ
ロ
ロ
也
一

O
条
も
接
続
変
更
を
排
除
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
変
更
決
定
に

厳
格
な
要
件
を
課
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
Y
は
電
話
需
要
の
増
大
を
考
慮
す
る
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
の
回
怠
・

6

(
お
)
〈
包
・

2
R
P
E巳()(吋ロ
-
-
5
・∞
-Nω
問
問
・
(
〈
き
わ
め
て
弱
め
ら
れ
た

=
ω
n
V
E
g
-内
r
s
t
説
を
支
持
し
た
が
、
こ
れ
は
ご
く
わ
ず
か
に
理

由
づ
け
ら
れ
た

(Eσ
忠
告
Z
O
Bロ
円
四
恒
三
口
先
主
張
説
(
〈

RF色
σ
5
2同u
Zロ
宮

F
8
2申
)
に
む
し
ろ
相
当
し
て
い
る
。
〉
)
一
品
目
・

gnFra--

m
w
m
w
{
)
(

吋ロ・

3
・∞・

5hHBF什吋ロ・

5
・

(
却
)
原
告
適
格
の
判
断
に
つ
い
て
、
判
例
実
務
は
統
一
的
で
な
い
と
す
る
者
が
あ
る
。
〈
m-
・4

司

sg吋
少
同
白
{
〕
(
吋
ロ
-
Z
Y
∞・

ω宏
司
ロ
-
c
・

(
幻
)
ミ
ユ
ン
ス
タ
l
大
学
教
授
ア
ハ
タ
l
ベ
ル
ク
(
〉
口
F
Z手
号
明
暗
曲
目
、
。
(
ヨ
ゲ
呂
)
・
∞
-
N
4
∞
)
は
、
判
例
上
、
名
宛
人
に
は
原
則
と
し
て
原
告
適

格
を
認
め
る
い
わ
ゆ
る
名
宛
人
説
が
《
可
能
性
説
》
を
凌
駕
し
て
い
る
と
す
る
(
品
目
・

2
5
4〈
-

E

出

-
F
Eロ}内少
3

ロ
2
0
2ロ
円
可
申
円
宮
号
由

〉
ユ
-
M
-
c
c
j
h
g
∞
呂
∞
4

・
F
S
『『・

(
g
g
x
p戸

-
E
)
(〈
名
宛
人
説
は
基
本
法
二
条
一
項
の
帰
結
〉
)
)
。
そ
の
通
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら

く
、
判
例
は
、
権
利
利
益
へ
の
打
撃
の
存
在
が
一
般
に
明
ら
か
な
負
担
的
行
政
行
為
の
名
宛
人
が
原
告
の
場
合
に
は
、
通
常
な
ん
ら
の
説
明
も
な

し
に
原
告
適
格
を
承
認
し
、
原
告
主
張
に
か
か
る
権
利
の
存
否
が
争
点
と
な
る
例
外
的
な
場
合
に
、
と
き
お
り
《
可
能
性
説
》
の
枠
組
み
で
説
明

が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
状
況
な
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
例
外
的
な
場
合
に
採
用
さ
れ
た
《
可
能
性
説
》
こ
そ
、
判
例
の

基
本
的
立
場
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
な
お
参
照
、
後
注
(
制
)
引
用
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
決
定
の
説
示
。

北法41(3・83)1133 



説号ム
叫瑚

(
鵠
)
単
な
る
競
争
機
会
は
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
本
案
で
処
理
し
て
い
る

(
2
6
0

(
泊
)
本
文
で
紹
介
し
た
@
@
@
判
決
の
ほ
か
に
、
回
〈
司
君
。
開
ω
∞
L
S
(
昌
也
『
・
)
(
参
照
、
前
注
(
幻
)
)
も
引
用
し
て
い
る
。

(
却
)
〈

mu
・
巧
・
∞
口
}
H
B
Eグ
国
E
E
F
Eロ
m
B
円四日申

HUH-oE叩
自
由
岳
町
〈
句
者
包
ZHM肉
m
z
n
r
F
E∞∞噂同州門同・-印由(「
V
W
G
O
四
二
条
二
項
の
学

習
(
〉
与
色
。
に
と
っ
て
、
こ
の
公
式
[
《
可
能
性
説
》
]
を
知
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
」
)
一
虫
色
ロ
ゲ
角
内
・
回
向
。
(
吋
ロ
--ω)
・∞

-
N
E
(河内同
-NS)(
「支

配
的
な
可
能
性
説

(
V
R
g
n
y
g門同
g
E
C関口
n
y
}
$
5
5
0
0
1∞)」)一品】・

E
n
y
o
σ
R
g
a申ア

2
0
(
F
H・
5
)
・∞

-NH-(
「
行
政
行
為
に
よ
っ

て
権
利
を
鍍
領
さ
れ
る
こ
と
が
、
と
も
か
く
可
能
だ
(
目
。
包
仙
の
ご
と
思
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J
X
こ
の
論
文
は
、

v
w
G
O
の
制
定
さ
れ
た
一

九
六

O
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
)
そ
の
ほ
か
《
可
能
性
説
》
を
と
る
こ
と
を
明
言
・
示
唆
す
る
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
判
決
で
、
本
稿
筆
者
の

参
照
で
き
た
も
の
に
次
の
判
決
が
あ
る
。
∞
〈
句
者
0
・
ロ
ユ
〈
・
ご

-m-zs・
2
〈
当
N
5
2
・∞

-
-
H
E
R・
(
ニ
呂
〔
)
(
原
子
力
法
上
の
隣
人
訴

訟
)
一
回
〈
句
者
。
・

d
ュ
・
〈

-H0・ω
・
z
g
-
Z〈
d
q
N
E
S
-
∞
・
ロ
ヨ
ロ
・
(
日
目
印
斗
同
・
)
(
鉱
業
法
上
の
隣
人
訴
訟
)
・

(
出
)
以
下
で
紹
介
す
る
判
例
は
、
問
。
同
U

同y
〈
句
者
色
宮
口
町
叫
町
内
申
江
口
『
仲
間
O
Eロ
ロ
ロ
伊
品
・
〉
巳
-
J
H
凶
円
四
・
】
コ
自
由
お
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て

と
、
品
・
〉
己
ロ
・
以
前
に
下
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
〉
出
向
「
で
は
落
と
さ
れ
、
印
・
〉
C
2
・
で
追
加
さ
れ
た
も
の
ひ
と
つ
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
日
・
〉
ロ
ロ
・
で
引
用
さ
れ
て
い
る
判
例
の
数
は
、
品
・
〉
丘
?
の
お
よ
そ
倍
に
な
っ
て
い
る
。

(
担
)
こ
こ
で
も
、
判
例
紹
介
に
お
い
て
、
判
例
集
な
ど
の
頁
数
は
引
用
し
な
い
。
比
較
的
長
い
も
の
に
つ
い
て
だ
け
、
本
文
引
用
文
中
に
、
該
当
す

る
頁
数
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
入
れ
る
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
本
判
決
に
つ
き
、
参
照
、
原
田
・
前
掲
書
注
(
7
)
三
二
九
頁
。

(
出
〉
〈
向
日
・
回
安
U
F
O
デ
但
担
。
(
吋
ロ
・

3
・
ω
-
b∞・

(
日
)
〈
包
・
mw
ロロ
F
0・
円
、
位
}
内
タ
ミ
ロ
芯
〉
σm円Hd口
NC口問
ι叩
吋
間
宮
内
申
σ∞
p
m刊巳田

-
B
〈
貨
当
伊
-
E口問
mUH1。
N申
a

J
〉
OHN-∞
包
・
∞
-
-
∞
印
同
町
・

(
N
S

B
E
P
T
g
・
2
・∞
N
)

・
ま
た
、
パ
ッ
ホ
フ
は
一
九
六
七
年
に
は
、
原
告
適
格
(
穴
宮
内
申

Z
p
mロ
仲
間
)
が
欠
け
て
い
る
と
き
、
訴
え
は
不
適
法

官
自
己
mZ2mむ
な
の
か
理
由
が
な
い
(
ロ
ロ
ゲ
恒
例
円
旨
丘
三
)
の
か
を
判
例
は
述
べ
て
い
な
い
、
と
も
指
摘
し
て
い
る
(
切
R
Y
O戸
〈
R
F
E
C口問
m
g
n
E・

〈
句
者
同
日
吉
岡
戸
内
向
吉
宮
・
〈

R
F
F『
g
m『唱の『ゲ切門田・

N-
呂
田
ア
∞

-NNC。
判
例
の
態
度
が
不
明
確
な
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
は
っ
き
り
し
な
い
の
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
種
の
問
題
が
原
告
の
主
張
す
る
利
益
は
権
利
か
、
と
い
う
問
題
な
ど
に
比
べ
て
価
値
の
な
い
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
で
は

な
い
か
、
と
恩
わ
れ
る
。
判
例
に
よ
る
こ
う
し
た
評
価
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
、
隣
人
保
護
規
範
の
な
い
と
き
、
訴
え
は
不
適

法
な
の
か
、
そ
れ
と
も
理
由
が
な
い
の
か
は
、
そ
の
実
務
上
の
意
義
に
お
い
て
、
特
別
な
意
味
の
な
い
対
立
だ
、
と
し
た
、
連
邦
行
政
裁
判
所
第

四
部
裁
判
官
(
現
長
官
)
ゼ
ン
ド
ラ
l
の
一
九
七

O
年
の
論
文
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
国
・
∞
g
仏

Z
F
3
口
角

Z
E
Yげ
常
田
n
F
E
N
-
g

g
酔
仏

Zσ
匝

E
，
on宮、
Hdo--H122Fぴ印門田
n
F
E
N
F
B
E加ロ
σ@円。片
F
J
回
向
日
出

3
4
0・∞・品『『・

3
5
E
吋
ロ
・
ご
〉

U

〈
m刊
日
・
向
ロ
ロ
}
阿
君
叩
ゲ
佃
?
"
】
ロ
∞

~t法41(3 ・ 84)1134



公法上の建築隣人訴訟 (3)

5
2・∞
-gω(参
照
、
前
注
(
打
)
)
一
向
・
同
位
}
己
庄
内
・
吋
印
nF同UEロ
EHm門田円
Z
E
-
-
g∞
-m門戸・
ω∞】)。

(
お
)
判
決
の
棄
却
理
由
は
、
連
邦
共
和
国
が
介
入
し
た
の
は
ワ
イ
ン
の
生
産
と
貯
蔵
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
売
買
で
は
な
く
、
農
家
が
今
後
ど
う

対
応
す
る
か
は
原
告
ら
商
人
の
才
覚
に
よ
っ
て
お
り
、
受
忍
で
き
な
い
程
度
を
越
え
て
原
告
の
競
争
の
自
由
を
制
約
し
て
い
な
い
こ
と

(-S)、
ま

た
、
経
済
上
の
機
会
均
等
(
百
三
回

n
y
m
w
E
U
Z
の
}gHHg口問
H
S
n
y
F
3
C
だ
け
が
除
去
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
基

本
法
一
四
条
も
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
2
2
)
、
で
あ
る
。

(
お
〉
本
判
決
の
原
告
適
格
存
否
判
断
基
準
は
、
原
告
が
保
護
に
値
す
る
自
己
の
利
益
の
怒
意
的
な
無
視
の
主
張
の
必
要
、
で
あ
り
、
原
告
と
補
助
金

受
給
者
と
の
聞
の
競
争
状
況
、
つ
ま
り
密
接
な
関
係
が
重
要
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
も
の
が
あ
る

2
・
∞
与
者
R
Zタ
ヨ
∞
ロ

σ
S
E
Eロ
g
-
B
C中

日伯仲ロ

E
B
S
Z
R
E
Cロ
門
戸
宕
門
別
宮
宮
町
田
口
F
E
N
門同居印刷内
O
ロ
}E吋吋申己
g
J
Eい

HV
・
∞
色

5
2
¥円・

5
ロ
冨
位
ロ

ny(出
Em--)・
。
a
r
z
E
m
h

mnv
ユP
E吋
ぎ
・
7
白
白

Z
E
m
-
-
8
4
・∞・∞戸申(∞
ω∞
)
)
。
ま
た
、
本
判
決
を
批
判
す
る
者
が
い
る

Snro-N
・
2
。
(
司
ロ
-
-
印
γ
∞
・
巴
)
。
そ
の
理
由

は
、
判
決
の
立
論
で
は
、
す
べ
て
の
客
観
法
違
反
を
自
己
の
「
権
利
毅
憤
」
と
し
て
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
に
あ
る
。

(
幻
)
参
照
、
後
注
(
刊
)
。

(
拘
)
な
お
参
照
、
後
注
(
M
M
)

。

(
拘
)
保
護
規
範
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
本
稿
で
も
後
で
論
じ
る
い
わ
ゆ
る
《
画
定
可
能
説
》
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
基
本
権
訴
訟
を
語
っ

て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

(ω)
詳
細
は
将
来
の
検
討
に
譲
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
競
業
者
訴
訟
に
お
い
て
も
、
今
日
の
判
例
は
原
告
適
格
に
お
い
て
権
利
の
存
否
を
判
断
す

る
こ
と
は
な
く
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
「
権
利
数
損
」
の
主
張
で
足
り
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
な
る
ほ
ど
、
か
つ
て
私
人
間
の
競
業
者
訴

訟
が
、
原
告
に
法
的
に
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
許
容
守
口
N

巳
宏
包
包
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
∞
〈
司
君
0
・
d
ュ・

ア
民
・
ヶ

E
d
o
-
O回

5
・
H
N
N
H
E
口
出

zg-
∞
・
巴
ω
(
保
険
業
務
範
囲
の
拡
大
許
可
を
め
ぐ
る
競
業
者
訴
訟
)
)
。
し
か
し
、
そ
の
後
判
例
は
見

解
を
改
め
、
競
業
者
訴
訟
一
般
を
承
認
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
う

(4mr
切
〈
句
君
。
岨
口
三
・
〈
・

8
・∞・

5
2・
0
回

ω0
・

5
-
(資
金
交
付
行
政
を
め
ぐ
る
競
業
者
訴
訟
。
コ
ッ
プ
引
用
判
例
の
紹
介
で
言
及
し
た
@
判
決
で
あ
る
y

d
ュ
・
〈
・
自
・

ω
・
5
巴
・
り
切
〈
「
呂
∞
N

・

∞・
2
N
R
H
O回

8
・5
4
(閉
庖
時
間
延
長
の
例
外
許
可
を
め
ぐ
る
競
業
者
訴
訟
。
《
可
能
性
説
》
の
一
般
的
性
格
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た

@
判
決
で
あ
る
)
)
。

(
制
〉
〈
mu
・
2
円}MOHU@
吋

saoア
向
向
。

(pd・
-ω
〉・∞
-
M
Z
(
「
原
告
は
係
争
行
政
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
投
損
さ
れ
る
と
主
張
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)

0

」
「
(
主
張
さ
れ
る
)
被
段
損
権
利
が
お
よ
そ
存
在
す
る
か
、
当
該
事
件
で
原
告
に
も
帰
属
す
る
か
は
重
要

北法41(3・85)1135 



説

で
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
訴
え
の
理
由
づ
け
に
お
い
で
初
め
て
審
査
さ
れ
る
。
」
)
(
こ
の
論
文
は
、

v
w
G
O
の
制
定
さ
れ
た
一
九
六

O
年
に
発

表
さ
れ
て
い
る
〉
・

(
担
)
本
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
「
原
告
が
そ
の
違
反
を
主
張
し
て
い
る
規
定
が
第
三
者
保
護
機
能
を
持
た
な
い
と
き
、
原
告
隣
人
は
原
告
適
格

を
持
た
な
い
。
」
「
こ
れ
は
訴
え
の
許
容
性
の
問
題
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
な
お
判
例
に
反
対
す
る
者
が
あ
る

S
S
E
-
v
R
m
-
E
h
E
a申立
go--05

(
E
E内・))・出
2
2
2
y
g
g
F己
中
口
出
品
〈
向
者
包
苫
ロ

mm円
2
Z
-
N・〉巳】・・

5
8・∞・

ω
8
5
E
吋ロ・

5
6
0
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
学

説
か
ら
だ
け
で
は
西
ド
イ
ツ
行
政
法
の
現
状
(
現
に
通
用
し
て
い
る
法
の
中
核
は
、
判
例
法
で
あ
る
)
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
え
よ
う
。

(
羽
)
〈
包

-
n
H
-
q
g
p
L
)
5
0
0ロ
申
}
回
目
肝
肉
ロ
ロ
肉
芯
口
}
g
-
2
Y申
吋
の
円
OE自
己
仰
向

8
・貝
2
F
E
n
y
o
何冊問団}ロロ

m-EM門
戸
口
四
己
申
円
由
弘
己
仏

Fraロ
ア
〉
O
河

E
2
・∞

-N印申門戸
(
N
S
B
E
吋ロ

-EN--白∞岨

-
E
一
m
w
R
P
S
0・(司ロ・

3
・
∞
・
呂
町

g
t
吋ロ・

5
E己
∞
・

5
2
H
H
E
司ロ
-
u
u
-
雄
川
一
郎
「
行

政
訴
訟
の
客
観
化
の
傾
向
と
原
告
適
格
法
」
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
一
巻
』
(
一
九
八
二
年
)
六
三
三
頁
以
下
、
六
四
六
頁
(
『
行
政
争
訟

の
理
論
』
(
一
九
八
六
年
)
所
収
)
。

(
似
)
本
判
決
に
対
し
憲
法
抗
告
(
〈
叩
え
2
2ロ
mmぴ
g
n
F君
。
円
己
申
)
が
な
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
一
九
八
二
年
一

O
月
五
日
決
定

(
Z〈
当
N

-∞∞
ω・∞
-N∞
一
〈
向
日
・
。
・
斗
円

N
g
r色
野
;
ロ
芯
別
Z
Z由匂吋由凸
}EHHmNEHM
〈
∞
吋
毛
色

Z
ロ
伺
名
門
ON由民門閣口
Z
J
hご
∞
∞

ω・
∞
・
丘
町
内
向
・
(
丘
四
自
立

司ロ・

N)U
悶

-mロ
F
S
Eゲ
〉
ロ

s
e
g
-
-
-
〉
ユ

-
E
H
J
1
0
0
m
w戸
田
寸
@
口
会
w印刷
N
S
E
E
E丘町宮・
5NFU由
J
Z〈
者

N
Z∞
ωwω
・戸内向
e

(

臼
吋
ロ
・

ωN))

は
、
っ
第
三
者
の
打
撃
(
ロ
ユ

2
Z可
O
同町

S
F
Z
Y
が
問
題
と
な
る
事
件
で
、
打
撃
の
明
ら
か
な
行
政
措
置
の
名
宛
人
の
場
合
以
上
に
詳
し
く
、

な
ぜ
、
当
該
措
置
が
原
告
第
三
者
の
権
利
を
製
損
す
る
の
か
を
説
明
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
の
は
、
事
物
の
本
性
に
反
せ
ず
、
ま
た
受
忍
で
き
な

い
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
事
件
で
は
、
権
利
投
損
の
発
生
を
直
ち
に
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
件
の
よ
う

な
大
量
手
続
に
と
り
わ
け
当
て
は
ま
り
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
示
さ
れ
て
い
る
個
人
の
権
利
保
護
と
い
う
原
則
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
原
告
に
、

な
ぜ
、
当
該
措
置
が
彼
の
権
利
を
打
撃
す
る
の
か
を
理
由
を
賦
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
は
、
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
」
(
傍
点
原
文
イ

タ
リ
ッ
ク
)
と
し
て
、
勝
訴
の
見
込
み
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
抗
告
の
受
理
を
拒
否
し
て
い
る
。

ま
た
、
原
子
炉
事
故
に
よ
る
健
康
被
害
の
主
張
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
、
本
文
で
紹
介
し
た
第
七
部
@
一
九
八

O
年
判
決
と
同
趣
旨

を
述
べ
る
同
法
廷
判
決
と
し
て
、
切
〈
句
者
。
-
C
2
・
〈
・
ニ
-
-
・
呂
田
喝
の
閉
4
0
・∞∞印(∞∞由良・
)
H
Z
〈
毛
N

呂
田
・
∞
∞
品
目
同
町
・
が
あ
る
。
た
だ
し
、

原
告
適
格
自
体
は
承
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
に
か
か
る
ア
ゾ
染
料
工
場
へ
の
許
可
が
、
四
五
キ
ロ
離
れ
た
住
民

に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
で
、
原
判
決
は
《
可
能
性
説
》
を
用
い
、
有
害
物
質
拡
散
範
囲
の
広
大
さ
の
指
摘
だ
け
で
原
告
適
格
を
承
認
し
た
の
に

対
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
原
告
適
格
承
認
に
必
要
な
説
明
と
し
て
あ
ま
り
に
わ
ず
か
で
あ
る
と
し
た
、
同
法
廷
判
決
も
あ
る
(
切
〈
句
者
。
岨

C
ユ・
4

・
NN・

長A
B冊
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5

5
∞N
-

巴
〈
巴
・

5
∞
ω
・∞・』∞
ω
町・

2
2
)
)。
し
か
し
、
原
告
が
爆
発
の
危
険
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
断
資
料
を
企
業
が

企
業
秘
密
と
し
て
公
開
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
判
決
も
ま
た
原
告
適
格
自
体
は
承
認
し
て
い
る
(
ま
た
、

v
w
G
O
四
二
条
二
項
に
よ
っ
て

原
告
に
課
さ
れ
た
理
由
づ
け
責
任
(
∞
ロ
ゲ

2
2
z
o
gロ
mm-gc、
を
語
る

(E()・∞・
5
5
0
い
ず
れ
も
判
例
の
射
程
を
検
討
す
る
素
材
と
な

ろ
う
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
す
る
下
級
審
の
態
度
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
。
〈

O
F
E
g
σ
ロ円同一・∞

gny--
〈
-
E
・白・

-S4・
U
〈
巴
・

5
∞
4・

∞・

5
5
R
が
参
考
に
な
ろ
う
。
学
説
上
、
「
こ
の
展
開
が
他
の
法
領
域
に
も
及
ぶ
か
は
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
」
と
評
す
る
者
が
あ
る
(
〈
包
・

2
R
P
S
(
)
(司ロ・

3
・∞

--g)。
な
お
、
原
子
力
法
上
の
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
、
《
可
能
性
説
》
の
枠
組
み
を
と
る
近
年
の
判
決
が
あ
る
。
〈

m--

切
〈
申
円
当
0
・
C
ユ
・
〈
・
己
・
印

-zg・
9
m
w
O
(
司
ロ
・
印
。
)

(
訪
〉
さ
き
に
コ
ッ
プ
の
主
張
を
検
証
す
る
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た
、
運
河
の
水
門
付
近
に
お
け
る
営
業
許
容
契
約
の
拒
否
が
争
わ
れ
た
、
@
一
九
七
二

年
判
決
も
こ
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
原
告
適
格
を
否
定
し
た
も
の
と
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

北法41(3・87)1137



5免

隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
判
例
の
検
討

第
二
節

三A
員同

第
一
款

保
護
規
範
説
に
も
と
づ
く
判
例
の
検
討

こ
こ
で
は
ま
ず
、
ラ
ン
ト
建
築
法
に
関
す
る
比
較
的
初
期
の
関
連
判
例
を
紹
介
す
る
。
建
築
隣
人
訴
訟
は
、
こ
の
領
域
か
ら
登
場
し
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
早
く
か
ら
判
例
が
採
用
し
て
い
た
、
建
築
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
断
す
る
枠
組
み
を
示
し
た
い
た
め

一
)
。
次
に
、
連
邦
建
設
法
に
関
す
る
判
例
を
検
討
す
る
。
ま
ず
完
全

B
プ
ラ
ン
の
指
定
(
『
g
Z
2
2口
問
)
を
め
ぐ
る

で
あ
る
(
以
上
、

っ
。
つ
い
て
完
全

B
プ
ラ
ン
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
建
築
利
用
令
一
五
条
一
項
と
、

B
プ
ラ
ン
の
指
定
か
ら
の
免
除

(
口
広
℃

gm)
を
規
律
し
て
い
る
連
邦
建
設
法
三
一
条
二
項
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
規
定
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

判
例
を
紹
介
す
る
。

り
、
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
の
枠
組
み
を
確
認
す
る
(
以
上
、
二
)
。
以
上
の
分
析
の
ま
と
め
と
若
干
の
検
討
は
、
次
号
で
行
な
う
(
三
)
。

以
上
の
ほ
か
、
建
築
許
可
の
根
拠
規
定
が
、
連
邦
建
設
法
上
、
法
三
四
条
・
三
五
条
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
ふ

た
つ
の
規
定
ご
と
に
関
連
判
例
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
の
隣
人
保
護
的
性
格
判
断
の
枠
組
み
は
、
ラ
ン
ト
建
築
法
ゃ
、
完
全

B
プ
ラ
ン
の

指
定
に
関
す
る
判
例
の
判
断
枠
組
み
と
同
じ
か
違
う
か
、
が
課
題
と
な
る
。
こ
こ
で
も
若
干
の
検
討
を
行
な
う
(
以
上
、
四
)
。
な
お
、
本

款
で
紹
介
す
る
判
例
に
付
し
た
番
号
は
、
本
款
で
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

(
l
)
判
例
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
次
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。
国
釦
ロ
叩
句
。
許
可
m・
3
U
R
U
Z
Z申
回
目

HWmwE・申口
Z
J
口
。
〈

呂
田
?
∞
・

4品品『『・
(4hp∞
)
・
州
内
・
同
・
吋
コ
印
ロ
ア
ヨ
ロ
∞
門
知
冊
目
}
同
仲
間
聞
の
F
E
N
仏冊目

mom-
ロ
ユ
立
恒
国
百
円
凶
申
司
〈
申
吋
毛
色
ZHHmmmH申江口
}HE口
r
g
H
m
o
n
z
'

回目】吋骨口同戸ロロ
m.J
白戸
H
2
5
2
w
∞・

ω
町
内
・
一
〉
・
国
・

0
2ロ仏
A
U
F
-

ヱロ
R
2
2
7
σ
m
w吋凹ロ
F
E
N
Rロ
切
mWCO円
円
四
ロ
ロ
ロ
問
問
R
E
-
-
-
Z』
さ

5
4
0
・∞・

8
∞

『『・一一∞-回申ロ円山由吋¥卯・ロ
O
F
F
・
2
回口}号
mw「田口}百円
N

日
】
恒
三
ケ
ロ
ロ
門
戸
〈
伯
吋

d
z
-
Eロ何回吋
2
E・5
4
N
W

同州円四ロ
-
N
怠町内・

(
2
)
〈
匁
・
吋
門
戸
内
戸
】
?mwhw{)(同リロ
-H)
咽∞
-
S
N
山
田
'
∞
∞
ロ
門
己
申
吋
・

3ロ
R
Z
m
w口
F
σ
R
m
n
v
E
N
E
M
m
S円四
g
v田
口
吋
申
円
宮
寸
g
ご

l
Z但円}戸
σ
R田町
Y
E
N
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5
2
P
5
2
3ロF
J
回

g同
5
4
0
・
∞
・
品
門
戸
(
エ
)
U
O
E
ロ仏
2
・
2
0
Qロ-
H
)

・
∞
・
∞
ω
∞・

ラ
ン
ト
建
築
法

ラ
ン
卜
の
建
築
法
は
い
わ
ゆ
る
単
体
規
定
を
中
心
と
し
た
建
築
技
術
規
定
の
法
で
あ
る
。
建
築
法
の
立
法
権
限
は
各
ラ
ン
卜
に
属
す
る
た

め
、
ラ
ン
ト
ご
と
で
規
律
対
象
に
違
い
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
同
様
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
さ
て
、
建
築
法
上
、
土
地
境
界
線

(の

E
ロ門凶

mgn宮
内
可
申
ロ

NS)か
ら
一
定
の
間
隔
(
〉

Z
Eロ
仏
)
を
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
建
築
物
を
設
置
で
き
な
い
と
き
、
こ
の
間
隔
の
こ
と

を
側
面
後
退
距
離
(
∞

2
豆
町
三
と
い
う
。
こ
の
規
定
は
、
判
例
上
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
ら
れ
、
隣
人
保
護
的
性
格

を
判
断
す
る
典
型
的
基
準
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ト
建
築
法
上
の
多
く
の
規
定
か
ら
、
特
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

と
こ
ろ
で
、
建
築
様
式
の
一
つ
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て

B
プ
ラ
ン
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
開
放
型
と
閉
鎖
型
の
建
築
様
式
が
あ
る
。
あ

る
裁
判
例
は
、
こ
の
建
築
様
式
の
違
い
に
応
じ
て
、
側
面
後
退
距
離
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
を
分
け
て
い
る
。
隣
人
保
護
的
性
格

を
認
め
る
も
の
と
、
建
築
様
式
の
違
い
に
応
じ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
裁
判
例
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
建
築
法
規
定
の
隣
人
保
護
性
判

断
基
準
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

側
面
後
退
距
離
の
関
連
判
例

@
リ
ュ

l
ネ
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
六
二
年
三
月
二
二
日
判
決
(
巴
〈
∞
「

E
S
e
ω
巴
∞
町
内
・
)

本
判
決
は
、
側
面
後
退
距
離
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
理
由
を
付
し
て
二
定
の
場
合
に
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
判
決
は
、

:lti:去41(3・89)1139 



5見

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
原
告
適
格
が
承
認
さ
れ
る
に
は

いマ。。

の
主
張
で
足
り
る
こ
と
を
説
示
し
て

「
権
利
控
損
」

号.t.

面岡

本
件
の
事
案
は
、
土
地
境
界
線
上
の
建
築
に
反
対
し
て
い
た
原
告
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
の
取
り
消
し
と
、
許
可

な
し
に
設
置
さ
れ
た
多
用
途
建
築
物
の
除
去
を
求
め
て
争
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
建
築
許
可
が
、
隣
人
を
も
保
護
す
る
べ
く
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
隣
人
に
そ
の
維
持
を
求
め
る
公
権
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
建
築
規
定
か

ら
の
違
法
な
免
除
(
豆
町
宮
日
)
に
も
と
づ
く
場
合
ゃ
、
必
要
な
免
除
の
な
い
場
合
に
は
、
隣
人
土
地
所
有
者
か
ら
の
建
築
許
可
取
消
訴
訟
を
認
め

る
の
が
当
法
廷
の
判
例
で
あ
る
。
」

「
本
件
取
消
訴
訟
は
、
必
要
な
免
除
の
な
い
違
法
な
建
築
許
可
の
賦
与
に
よ
り
、
権
利
が
投
領
さ
れ
て
い
る
と
原
告
が
主
張
し
て
い
る
か
ら
、

許
容
さ
れ
る
(
N

巳
宮
田
仲
間
)
。
」

2
5
)
(傍
点
引
用
者
)

「
そ
れ
は
、
公
益
だ
け
で
な
く
、
隣
人
の
保
護
に
も
役
立
つ
よ
う
に
規
定
さ
れ
て

次
に
、
本
件
側
面
後
退
距
離
規
定
の
性
格
に
関
し
て
、

い
る
か
ら
、
隣
人
に
そ
の
維
持
を
求
め
る
公
権
を
与
え
て
い
る
。
」
(
品
目
。
)
と
し
つ
つ
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
都
市
の
な
忍
門
左
足
ど
建
築
法
に
と
っ
て
、
側
面
後
退
距
離
は
、
自
由
な
採
光

(
P
2
2
ω
oロロ
E
げ巴
n
v
Zロ
也
、
通
風
(
H
L

ロ
2
2
p
v『)、

見
晴
ら
し

Q
2
5
5
〉
口
早
口
n
ど
と
い
っ
た
需
要
に
も
役
立
つ
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
建
築
的
利
用
可
能
の
ひ
と
つ
と
み

な
さ
れ
る
。
」

「
側
面
後
退
距
離
を
特
定
の
建
築
地
域
の
建
築
利
用
の
密
度
の
表
現
と
考
え
る
な
ら
ば
、
関
係
す
る
土
地
所
有
者
の
法
的
運
命
共
同
体
(
吋
2
Z
'

r
z
F
E
n
r
g
g宮
5
3ロ
m
g
p
)
へ
の
整
序
が
、
こ
の
規
律
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
関
係
土
地
所
有
者
に
一
定
の
間
隔
の
維
持
と
い

う
犠
牲
(
O切
な
与
を
要
求
す
る
も
の
の
、
他
方
、
隣
人
に
よ
る
そ
の
維
持
は
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
利
益
(
N
C
m
∞
5
2
0
E戸
田
窓
口
)
と
も
な
る
。
」

2
5
)
(傍
点
引
用
者
)

本
判
決
は
、
「
都
市
の
建
築
法
に
と
っ
て
」
と
の
留
保
付
き
な
が
ら
、
側
面
後
退
距
離
規
定
に
よ
っ
て
関
係
土
地
所
有
者
の
聞
に
「
犠
牲
」

と
「
利
益
」
の
《
交
換
関
係
》
か
ら
成
る
《
法
的
運
命
共
同
体
》
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
石
川
こ
れ
こ
そ
本
判
決

北法41(3・90)1140 



が
側
面
後
退
距
離
規
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
た
決
め
手
で
あ
ろ
う
。
こ
の
《
交
換
関
係

γ
《
法
的
運
命
共
同
体
》
と
い
っ
た
思
考
方

法
は
、
戦
後
、
上
級
審
レ
ベ
ル
で
初
め
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
承
認
し
た
、

所
判
決
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
五
二
年
二
月
二
九
日
の
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判

@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
二
部
一
九
六
八
年
九
月
二

O
臼
判
決
(
z
h
当

E
S・∞・
ω品
N

『・)

判
決
は
ま
ず
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
の
承
認
に
つ
い
て
、
「
権
利
投
損
」
の
主
張
で
足
り
る
と
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
み
ぎ
主
張
の
態

様
に
つ
い
て
も
一
般
論
を
展
開
し
て
い
る
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

本
件
の
事
案
は
、
開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
、
四
メ
ー
ト
ル
の
側
面
後
退
距
離
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ

で
(
一
九
五
八
年
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
八
条
一
三
号
)
、
建
築
監
督
庁
(
切

2
2
E
n
E与
各

AUEε
が
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
(
貝

2nFm何
回

-E肉
g
o
Eロ
ロ
ロ
巴

に
も
と
ず
つ
い
て
、
隣
人
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
側
面
後
退
距
離
の
中
に
ガ
レ
ー
ジ
(
同
Z
E
m
R担
問
申
)
の
建
設
を
許
可
し
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
大
略
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
許
容
性
は
、

v
w
G
O
以
後
、
原
告
が
行
政
行
為
に
よ
り
そ
の
権
利
を
鍍
損
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
に

の
み
依
存
し
て
い
る

(
V
W
G
O
四
二
条
二
項
)
。
も
と
よ
り
、
こ
の
主
張
は
単
な
る
主
張

(
V
Z
ロ
o
切
各
自
匂
E
口
問
)
で
は
足
り
な
い
け
れ
ど

も
、
自
称
(
田
口
市
川
申
EF口
『
)
自
己
の
権
利
が
建
築
許
可
に
よ
り
打
撃
さ
れ
る

(
σ
2
5『
『
恒
三
こ
と
を
、
法
的
審
査
に
親
し
む

(
N
g
m
E
m
H
5
r
)

よ
う
に
説
明
す
る
♀

R
Z包
)
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
」
(
皆
目
)
(
傍
点
引
用
者
)

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
本
件
で
は
ど
う
な
る
の
か
、
本
判
決
は
、
関
連
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
と
建
築
許
可
の
違
法
を
原
告
が
主
張
す

る
こ
と
で
足
り
る
、
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
建
築
監
督
庁
が
建
築
許
可
の
賦
与
に
際
し
、
あ
る
規
定
を
適
用
し
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
正
し
く
適
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
こ
の

規
定
は
隣
人
保
護
的
性
格
を
有
し
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
〔
規
定
か
ら
の
]
離
脱
(
〉
σ者
∞
H
n
F
E
戸
内
)
(
免
除
も
し
く
は
例
外
(
切
白
骨
巴
ロ
ロ
内

:lti:去41(3・91)1141 



説

。
円
山
申
門
〉
ロ
田
口
同
y
g
m
)
)
は
許
さ
れ
な
い
か
、
適
法
な
や
り
方
で
は
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
建
築
許
可
は
拒
否
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
原

告
が
主
張
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
権
利
投
慣
は
直
ち
に
は
排
除
さ
れ
な
い
。
」

(ω
お
)

論

つ
ぎ
に
、
側
面
後
退
距
離
の
性
格
に
つ
い
て
、
端
的
に
、

「
本
件
で
適
用
さ
れ
る
開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
側
面
後
退
距
離
の
規

定
は
、
法
的
に
承
認
さ
れ
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
を
隣
人
に
与
え
る
。
」

(
E
N
)

と
い
う
。
側
面
後
退
距
離
規
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認

め
た
理
由
は
、
次
の
説
示
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。

「
公
法
規
定
が
、
当
該
地
域
の
す
べ
て
の
土
地
所
有
者
に
側
面
後
退
距
離
の
維
持
を
強
制
す
る
と
き
、
あ
る
土
地
所
有
者
を
こ
の
義
務
か
ら
解

放
す
る
こ
と
は
、
隣
人
に
と
っ
て
直
接
に
負
担
と
な
る

(Z-g窓
口

ε。
つ
ま
り
後
日
の
建
築
実
施
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、
免
除
・
建
築
許
可
に
よ
っ
て
早
く
も
、
側
面
後
退
距
離
規
定
が
有
す
る
法
的
に
意
味
の
あ
る
利
益
と
損
失
の
均
衡

(
O
Z
5
y
m
恒三口
Z

S
ロ
〈
O
円
巴
官
ロ
ロ

E
Z
R
}同
窓
口

S
)が
、
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
」
(
臼
品
N

)

(

傍
点
引
用
者
)

み
さ
の
説
示
は
、
判
決
理
由
の
構
成
上
、
直
接
に
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

法
な
建
築
許
可
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
「
利
益
」
と
「
損
失
」
と
の
「
均
衡
」
が
、
隣
人
訴
訟
に
よ
っ
て
再
び
回
復
・
修
復
さ
れ
る
、

え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、

く
わ
え
て
こ
こ
に
は
、

か
ら
成

側
面
後
退
距
離
制
度
が
土
地
所
有
者
間
の

し
た
が
っ
て
隣
人
保
護
規
定
で
あ
る
、

「
利
益
」
と
「
損
失
」

る
《
交
換
関
係
》
・
《
運
命
共
同
体
》
を
形
成
し
て
お
り
、

と
の
法
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
二
部
一
九
六
七
年
一
月
二
七
日
判
決
(
Z白
老
5
0
4

・∞
-
N
N
4∞
同

・

)

本
判
決
は
、
@
@
判
決
と
お
な
じ
よ
う
に
、
側
面
後
退
距
離
規
定
が
問
題
に
な
り
な
が
ら
、
紛
争
の
舞
台
が
開
放
型
建
築
様
式
地
域
で
は

な
く
、
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
で
あ
っ
た
た
め
に
、
結
論
を
異
に
し
た
判
決
で
あ
る
。

判
決
は
ま
ず
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
に
つ
い
て
、
@
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
、

「
訴
え
の
許
容
性
に
と
っ
て
、
原
告
が
、
自
称
自

北法41(3・92)1142 
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己
の
権
利
が
参
加
入
に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
に
よ
り
打
撃
さ
れ
る
こ
と
を
、
法
的
審
査
に
親
し
む
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ

る。」

(
N
q
S
と
す
る
。

つ
P

つ
け
て
本
判
決
は
、
「
権
利
投
損
」
の
現
実
の
存
否
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
原
告
に
「
法
的
力
」
、
し
た
が
っ
て
権
利
が
与
え
ら
れ
て

い
る
か
、
の
問
題
を
い
ず
れ
も
本
案
の
問
題
だ
、
と
し
た
。
事
案
を
説
明
し
て
か
ら
、
判
旨
を
紹
介
す
る
。

本
件
の
事
案
は
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
に
お
い
て
、
既
に
、
側
面
後
退
距
離
を
と
っ
て
い
た
原
告
が
隣
接
地
の
建
築
主
に
与
え
ら
れ
た
側
面
後

退
距
離
を
と
ら
な
い
建
築
許
可
を
争
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
告
主
張
の
根
拠
と
な
っ
た
一
九
五
八
年
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
八
条
一
九
号
は

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
も
し
も
、
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
に
お
い
て
、
隣
人
土
地
が
既
に
開
放
型
と
し
て
建
築
利
用
さ
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
こ
の
土
地
に
面
す
る
側
で
は
、
三
階
建
て
の
場
合
五
メ
ー
ト
ル
、
固
な
い
し
五
階
建
て
の
場
合
六
メ
ー
ト
ル
の
側
面
後
退
距
離
が

維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

判
決
は
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
告
が
、
現
実
に

(zzryrF)
権
利
を
殴
領
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
関
連
建
築

住
胡
剖
の
形
成
に
よ
り
、
原
告
℃
官
県
宮
川
の
建
築
証
明
(
切

E
m品
}
巴
ロ
)
の
賦
与
を
阻
止
す
る
法
的
力
(
河

s
v
g
B
R
E
)が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、

は
本
案

3
R
v
u
z
p口
問
)
の
問
題
で
あ
る
。
」
(
N
N
4
U
)
(

傍
点
引
用
者
)

公法上の建築隣人訴訟 (3)

さ
て
、
本
件
の
中
心
問
題
で
あ
る
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
側
面
後
退
距
離
の
性
質
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
。
ま
ず
、

開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
側
面
後
退
距
離
と
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
そ
れ
と
の
同
一
視
を
、

「
同
一
概
念
に
よ
っ
て
、
す

つ
づ
け
て
、
隣
人
保
護
的

べ
て
の
領
域
で
の
法
的
性
質
の
同
一
性
ま
で
も
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

(
N
N

∞C
)

と
批
判
す
る
。

性
格
判
断
の
基
準
は
、
地
域
指
定
の
用
途
(
〉
ユ
仏

2
0巾
E
2
2
5
4冊
目
白
ロ
ロ
閃
)
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
側
面
後
退
距
離
が
果
た
す
機
能

に
つ
い
て
、
開
放
型
・
閉
鎖
型
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
様
式
地
域
ご
と
に
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

「
開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
い
て
、
側
面
後
退
距
離
は
ま
ず
防
火
に
役
立
ち
、
低
密
度
の
建
築
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
側
面
の
境
界
に
面
し

た
窓
の
よ
り
良
い
換
気
と
採
光
に
も
役
立
つ
。
側
面
後
退
距
離
を
維
持
せ
よ
と
い
う
強
制
に
、
隣
人
に
よ
っ
て
も
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
利

::lt.i:去41(3・93)1143



説

益
が
対
応
し
て
い
る
。
利
益
と
損
失
の
均
衡
(
。

E
与
宮

5
5
ご
Oロ
〈

O
B
u
m
g
己主

Z
R
Y
E
-
S
)
を
保
つ
た
め
、
す
べ
て
の
隣
接
地
所

有
者
(
〉
巳
芯
宮
門
)
に
、
側
面
後
退
距
離
に
関
す
る
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
範
囲
(
円

2
z
r
y
m
g口
E
S
Z
F
Z円四回問。ロ印刷】
F
骨
叩
)
、
つ
ま

り
、
公
法
上
の
排
除
請
求
権
を
同
時
に
承
認
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
」

「
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
に
お
い
て
、
事
情
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
が
隣
人
境
界
線
か
ら
隣
人
境
界
線
ま
で
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
守

8

2
R
Y
σ
R
q
g
g
E
Z
2
5問
q
g
N叩
NC
ぴ

2
3
)
u
(
一
九
五
八
年
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
八
条
一
八
号
一
文
)
。
こ
う
し
た
土
地
の
建
築
的
利

用
可
能
性
は
住
宅
利
用
の
便
利
さ
〔
通
風
、
採
光
な
ど
]
を
広
範
に
放
棄
し
て
い
る
こ
と
の
見
返
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
側
面
後
退
距
離
は
都

市
建
築
上
の
反
対
理
由
が
な
い
と
き
に
限
り
、
例
外
的
に
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
側
面
後
退
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
建

築
主
は
自
由
な
意
思
で
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
強
制
や
負
担
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
た
だ
特
典
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
こ

の
建
築
主
が
側
面
後
退
距
離
を
と
り
、
あ
と
か
ら
建
築
す
る
隣
人
が
側
面
後
退
距
離
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
(
ベ

ル
リ
ン
建
築
法
八
条
一
九
号
)
、
こ
れ
は
初
め
に
建
築
し
た
者
に
い
っ
そ
う
の
快
適
さ
を
与
え
る
た
め
で
は
な
い
。
例
外
を
許
さ
れ
た
建
築
主
に
、

同
時
に
隣
人
の
建
築
的
土
地
利
用
に
つ
い
て
、
公
法
上
の
排
除
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
根
拠
は
な
い
。
」

「
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
建
築
法
が
両
側
面
の
後
退
距
離
を
予
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
道
路
景
観
や
好
ま
し
い
建
築
形
態

を
創
設
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
隣
人
の
利
益
は
問
題
で
は
な
い
。
」

G
昌
三

論

本
判
決
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、
開
放
型
建
築
様
式
地
域
に
お
け
る
側
面
後
退
距
離
に
は
隣
人
土
地
所
有
者
間
の
「
利
益
」
と
「
損

失
」
と
の
《
交
換
関
係
》
が
成
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
閉
鎖
型
に
お
け
る
側
面
後
退
距
離
は
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
一
方
的
な
利
益
で

「
利
益
」
と
「
損
失
」
と
の
《
交
換
関
係
》
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
同
一

の
規
定
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
地
域
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
紛

あ
っ
て
、
他
の
者
と
の
間
で
の

争
地
域
の
性
質
と
の
関
連
で
当
該
規
範
の
性
格
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
は
規
範
そ
れ
自
体
か
ら
は

解
明
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
他
の
規
範
と
の
関
連
(
こ
こ
で
は
、

B
プ
ラ
ン
に
よ
る
地
域
指
定
)
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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2 

ま
と
め

川
第
一
に
、
「
権
利
」
は
隣
人
保
護
規
範
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ

る
に
は
、
「
権
利
投
損
」
の
主
張
ゃ
、
関
連
す
る
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
と
建
築
許
可
の
違
法
を
、
法
的
審
査
に
親
し
む
よ
う
に
主
張
す

る
こ
と
で
足
り
る
、
と
さ
れ
て
い
る
(
@
@
判
決
)
。
第
三
に
、

「
権
利
投
損
」
の
現
実
の
存
否
お
よ
び
保
護
規
範
の
存
否
の
問
題
は
、
本

案
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
判
決
が
あ
る
(
@
判
決
)
。

閉
ま
ず
、
建
築
法
規
範
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
判
断
す
る
方
法
と
し
て
、
関
係
土
地
所
有
者
間
に
「
犠
牲
」
と
「
利
益
」
、
も
し
く
は
、

「
損
失
」
と
「
利
益
」
と
の
《
交
換
関
係
》
・
「
均
衡
」
が
成
立
し
て
い
る
か
を
問
う
方
法
が
登
場
し
て
い
る
(
@
お
よ
び
@
判
決
)
。
第
二

に
、
次
の
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
規
範
の
性
格
は
規
範
自
体
か
ら
は
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
他
の
規
範
と
の
組

合
せ
(
特
に
、
@
判
決
)
、
他
の
規
範
と
の
比
較
の
中
で
(
@
判
決
)
考
察
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
紛
争
の
場
・
状
況
が
意
識
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
(
@
判
決
(
都
市
の
建
築
法
)
、
@
判
決
(
閉
鎖
型
建
築
様
式
地
域
)
)
。

公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
存
在
根
拠
に
関
し
て
、
「
建
築
法
規
定
の
中
に
は
、
土
地
所
有
者
聞
の
『
利
益
』
と
『
損
失
』
と
い
う
構

公法上の建築隣人訴訟 (3)

q
J
 

成
要
素
か
ら
成
る
《
交
換
関
係
》
を
形
成
す
る
も
の
が
あ
る
。
違
法
な
建
築
許
可
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
破
壊
さ
れ
た
こ
の
関
係
を
再
び
回
復

す
る
の
が
、
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
で
あ
る
。
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
(
@
@
判
決
)
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
〈
違
法
な
建
築
許
可
に
よ
っ
て
、

阜
く
も
《
交
換
関
係
》
・
《
利
益
と
損
失
と
の
均
衡
》
が
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
建
築
主
に
よ
る
建
築
実
施
に
よ
っ
て
で
は
な
い
〉
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
行
政
庁
に
よ
る
隣
人
へ
の
「
権
利
侵
害
」
・
「
警
察
侵
害
」
の
所
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
建
築
隣
人
訴
訟
は
「
私
人
間

の
紛
争
」
に
尽
き
な
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

an守

特
筆
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
点
の
第
一
は
、
い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
登
場
人
物
が
土
地
所
有
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
建
築
法
規

範
の
保
護
規
範
た
る
性
格
を
基
礎
。
つ
け
る
と
さ
れ
て
い
る
「
利
益
」
と
「
損
失
」
の
《
交
換
関
係
》
は
、
土
地
所
有
者
間
で
し
か
成
立
し
な

北法41(3・95)1145



説

ぃ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
八
三
年
三
月
四
日
判
決
(
ロ
〈
巴
・

5
8・∞・

∞
む
∞
ご
が
、
解
明
し
て
く
れ
る
。
本
件
で
は
、
あ
る
狩
猟
区
の
用
益
賃
借
入

(
F
E
Eの
宮
市
吋
)
が
、

ケ
モ
ノ
道
に
影
響
す
る
国
道
直
線
化
計

号'"a岡

画
決
定
を
争
っ
た
。
判
決
は
、
原
告
適
格
を
認
め
な
か
っ
た
。
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
当
法
廷
は
、
建
築
法
に
い
う
隣
人
は
、
原
則
と
し
て
隣
接
地
の
民
法
上
の
所
有
者
だ
け
で
あ
り
、
た
ん
な
る
債
権
者
で
は
な
い
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
建
築
法
は
土
地
に
か
か
わ
り
、
人
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

「
お
な
じ
こ
と
が
計
画
決
定
に
対
す
る
排
除
権
に
も
あ
て
は
ま
る
。
道
路
と
、
道
路
と
は
異
な
る
態
様
の
利
用
を
と
も
な
っ
た
土
地
と
の
秩
序

づ
け
が
問
題
に
な
る
か
溜
り
、
|
|
|
建
設
管
理
計
画
と
同
じ
く
|
|
|
隣
接
す
る
土
地
は
そ
の
所
有
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

3
2官
官

g
t申
立
合
、
債

権
者
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
」
(
∞
富
〔
)

こ
の
よ
う
に
、
建
築
法
領
域
で
は
、
原
則
と
し
て
土
地
所
有
者
だ
け
が
隣
人
・
紛
争
当
事
者
た
り
う
る
の
で
あ
る
(
「
代
表
」
)
。
そ
の
根

拠
は
、
通
例
、
基
本
法
七
四
条
一
八
号
に
い
う
「
土
地
法
(
∞
o
宏
司
2
E
)」
が
人
に
は
関
わ
り
が
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
隣
人
保
護
規
範
か
否
か
の
判
断
が
、
《
交
換
関
係
》
の
存
否
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
規
範
の
保
護
目
的
を
立
法
者
の

意
思
に
即
し
て
探
究
す
る
、
と
い
う
《
保
護
規
範
説
》
の
一
般
的
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
、
規
範
の
実
際
の
機
能
に
考
察
の
焦
点
を

合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
を
引
き
起
こ
す
。
す
な
わ
ち
、
規
範
の
実
際
の
機
能
か
ら
逆
に
立
法
者
の
意
思
を
推
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
側
面
後
退
距
離
規
定
が
お
な
じ
よ
う
に
問
題
と
な
り
な
が
ら
、
建
築
様
式
が
開
放
型
か
閉
鎖
型

か
に
応
じ
て
、
隣
人
保
護
的
性
格
の
判
断
を
分
け
た
@
判
決
に
、
こ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
同
一
の
規
定
が
建
築
様
式
の
違
い

に
応
じ
て
異
な
る
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
機
能
の
違
い
が
規
定
の
性
格
判
断
を
分
け
さ
せ
た
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
実
際
、
す
で
に

と
い
わ
れ
て
い
た
。

パ
ッ
ホ
フ
に
お
い
て
立
法
者
の
意
思
と
は
歴
史
的
・
主
観
的
意
思
で
は
な
く
、
現
実
的
・
客
観
的
な
そ
れ
で
あ
る
、

重
要
な
の
は
規
範
の
目
的
と
い
う
よ
り
、
実
際
の
機
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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公法上の建築隣人訴訟 (3)

(
1
)
〈
包
・
ロ
・

]
1
5
Z
E
Z円肉¥同
-
e
p
向
・
。
円
己
O
R・
2
『g
E
n
y
g
∞
g
円四ロ
Z
・5
2
・∞・

ω
E
R
-
(〉ロ
y
g
m
)
(各
ラ
ン
ト
建
築
法
の
規
律
対
象

を
比
較
し
た
一
覧
表
が
あ
る
)
・

(
2
)
〈
向
日
・
『
5
5
Zげ恒可肉¥。
2
H
O
R・
2
0
(司
ロ
・
ご
・
∞

-
N
S
B詐
吋
ロ
・

2
・
一
九
五
九
年
模
範
建
築
法
(
冨
5
許可
σ
g
o
Eロ
ロ
ロ
内
)
や
、
古
い

建
築
法
に
お
い
て
は
:
∞
mE43nF3
な
る
用
語
の
下
で
、
側
面
の
(
由
S
E岳
)
後
退
距
離
の
み
が
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
背
後
の

(
z
n
r宅
待
丘
町
州
)
境
界
線
を
も
含
む
す
べ
て
の
土
地
境
界
線
か
ら
の
間
隔
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
〈
包
・
ヨ
ロ
E
E
σ
句
曳
。
2
Z
R・

2()(吋
ロ
・
ご
・
∞

-
N
2
5
H許
可
ロ
・
企
)
。
本
稿
で
は
、
と
り
上
げ
る
判
例
の
時
期
を
考
え
、
わ
が
国
の
通
例
に
し
た
が
っ
て
(
参
照
、
ハ
ル
ト
ム

l

ト
・
デ
ィ

l
テ
リ
ッ
ヒ
/
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
ホ
(
阿
部
成
治
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
』
(
一
九
八
一
年
)
七
八
頁
ヌ
側
面
後
退
距
離
と
訳

出
し
て
お
く
。

(
3
)
〈
包
・
国

--g
・「
mwロ
-ugmmwア
ロ
叩
円
〈
申
吋
当
色
苫
口
問
印
胆
}
己
目
立
ロ
C司℃冊目当可}内戸
E
m
-
-∞由
4・
∞
・
印
∞
・
切
・
切
叩
ロ
己
申
吋
¥
同
州
・
ロ
o
y
z
-
Z担円山町ぴ内
WHJ

田
口
町
三
N
ぃ
日
間
三
ケ
ロ
ロ
円
四
〈
句
者
mwFロロ岡田円。
n
y
f
E
4
N
-
河内同
HH-N40
・
N4∞一同・
0
色
N∞
ア
切
mg立
匝
ロ
ロ
ロ
何
回
円
叩
n
y
?
?
〉ロ
2
・L
S
P
河内同・∞印斗一

同
・
国
・
司
ロ
伊
E
・
3
U
R
H凶

onF仲
間
凹

n
F
E
N
乱用

w回目
om-
ロ
ユ
立
叩
口
百
円
山
田
円
〈
叩
『
毛
色
Z
ロ肉印刷叫叩江口
z
z
n
y∞
ロ
同
2
吉
田
匂
H・0
円
}HC口市町ノ

hgH・内
H
5
2・

∞・

ω
『『・

(
4
)
参
照
、
一
九
六
二
年
建
築
利
用
令
(
切

E
ロ
5
5戸内田〈叩吋
O
円門田ロロロ
m

H

(

切
O
E
-
-
∞・品
N

申
)
)
二
二
条
一
一
頃
(
「

B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
必
要
な

限
度
で
、
開
放
型
か
閉
鎖
型
か
の
建
築
様
式
が
指
定
さ
れ
る
。
建
築
様
式
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
開
放
型
建
築
様
式
に
関
す
る
規
定
が
適

用
さ
れ
る
。
」
)
。

(
5
)
関
連
す
る
訴
訟
法
が
、
一
九
六

O
年
制
定
の

V
W
G
O
四
二
条
二
項
以
前
の
も
の
や
、
不
明
の
も
の
も
あ
る
が
、
「
原
告
適
格
」
が
承
認
さ
れ

る
に
は
「
権
利
鍍
損
」
の
主
張
で
足
り
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
筆
者
が
参
照
で
き
た
裁
判
例
に
は
、
本
文
後
掲
判
決
の
ほ
か
、
次

の
も
の
が
あ
る

o
O〈
O
P
E口
町
芯
デ
∞
gny--
〈・

5
・
↓
・
呂
田

1
0
0〈
E
3・∞
-
g
p
oぐ
O
F合同由
σ
E
-
m
J
Cユ
・
〈

-N∞・∞
-
z
g
-
U〈
回
一

z
g
-

∞・∞
N
C
R
S
N
C
)
一〈
m
門戸・

2
口町

O
〈

ο
四四円
-
5・
C
円台・
4

・
4
・印・

5
2・
白
州
呂
田
・

ω・
ω自
民
・

3
日
『
・
)
・
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
必

要
な
条
件
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
本
稿
第
三
章
第
一
節
第
二
款
参
照
。

(
6
)
そ
の
他
、
側
面
後
退
距
離
を
守
ら
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
由
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
[
側
面
後
退
距
離
か
ら
の
]
免
除
が
与
え
ら
れ
て
い

な
い
以
上
、
本
件
側
面
後
退
距
離
違
反
は
違
法
で
あ
り
、
本
件
建
築
許
可
は
破
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る

E
N
D
-

(
7
)
農
村
に
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と
し
つ
つ
、
都
市
に
お
け
る
ε

∞
2
5
n
F
3
と
農
村
に
お
け
る
そ
れ
と
で
は
、
そ
の
根
拠
が
異
な
る

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
〈
向
日
・
。
〈
。

HLCロ
5
5・mJmwmw{)(百
戸
・
印
)
・

ω・∞
N--
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(∞) Vgl. A. H. Grundei， "Der Nachbarschutz im Bauordnungsrecht"， NJW 1970， S. 833 ff.(836 mit Fn. 15). 
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mit Fn.119)， Rd. 315(S. 220 mit Fn. 737); J. Ziekow， "Zum Begriff des Nachbarn im baurechtlichen Drittschutz"， 

NVwZ 1989， S. 231 ff.(232 ， 233) (ピ術間程 (Prinzipder Reprasentation)); vgl. auch BVerwG， Urt. v. 29.10.1982， 

DVBl.1983， S. 344f.; VHG Munchen， Urt. v. 7. 6.1988， NVwZ 1989， S.268f. 

(ヨ)Vgl. Ziekow， aaO (Fn.13)， S. 232 mit Fn. 4， 5; OVG Berlin， NVwZ 1989， S. 267=DoV 1989， S. 229. 

(巴)Vgl. O. Bachof， "Refl巴xwirkungenund subjektive Rechte im offentlichen Recht"， in: BachoflM.Drath/O.Gon-

nenwein/E.Walz (Hrsg.)， FORSCHUNGEN UND BERICHTE AUS DEM OFFENTLICHEN RECHT， Gedach-

tnisschrift fur W. Jellinek， 1955， S. 287 ff.(297); ders.， DVBl. 1961. "Anmerkung"， S. 128 ff.(130); vgl. auch H. 

H. Rupp， Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre， 1965， S. 249; R. Bartlsperger， "Das Dilemma des 
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O
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同門
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2
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号
円
四
回
〈
司
君
色
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E
口
町
田
円
申
円
宮
・
印
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凡
山
口
『
-
J
E叶
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∞
・
印
M
U
S
E
-同

-
S
T
O
E
E
3・
g。
(
吋
HH
・

s・∞・
8
印
(
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
解
釈
が
正
し
い
。
」
〉
噸
ョ
・

切吋
O
F
5
・3
口
広
口
om自
己
房
門
田
品
川
田
〈
有
者
伊
-
P
H
H
石田円。
n
z
m
g
円
号
ロ

O
申
mHS者
mw
ユ
凹
印
iE
『
肉
回
目
}
申
ロ
円
四
申
吋
〈
申
司
君
巳
Z
ロ肉
J

〈
〈
ロ
宮
何
回
、
ω
0
・

5
4
N
-

∞
-
N
品目同『・
(
N
印N
吋ロ・
N
印
)
(
「
立
法
者
の
客
観
的
意
思
を
問
う
目
的
論
的
解
釈
は
、
疑
い
も
な
く
、
社
会
学
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
)
二
包
-

F
E
U
F
O
-
同
M
E
E∞
ア
ヨ
凹
己
君
HnEZロm
阿国芯ロ【同叩ロ
N
O
ロ

E
門
日
常
ロ
om自
己
安
門
同
叩
由
〈
∞
門
司
巳
ZHHm回円。口}忌

3

・
5い

M
M
E
Z叩円(同門田町内・)・

3
田仲
m
n
y
丘
町
仲
間
己
円
。
2
0
切
但
与
え
・
∞
・
口
町
内
向
・
(
-
N
臼
)
(
〈
客
観
的
解
釈
と
は
歴
史
的
立
法
者
意
思
に
反
す
る
解
釈
の
こ
と
〉
)
・

完
全

B
プ
ラ
ン

完
全

B
プ
ラ
ン
の
指
定
(
司

2
5
2
2口
問
)
が
完
全

B
プ
ラ
ン
適
用
地
区
に
お
け
る
建
築
案
の
許
容
性
を
決
す
る
基
準
で
あ
る
。
ま
た
、

一
定
の
場
合
に
指
定
か
ら
の
離
脱
(
〉
σ当
S
S
E
H
m
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す

公法上の建築隣人訴訟 (3)

こ
の

B
プ
ラ
ン
の
指
定
の
通
用
力
は
絶
対
的
で
な
く
、

な
わ
ち
、
申
請
さ
れ
た
建
築
案
の
内
容
が

B
プ
ラ
ン
の
指
定
に
合
致
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
具
体
の
事
案
の
状
況
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を

拒
否
で
き
る
と
す
る
建
築
利
用
令
一
五
条
一
項
、
お
よ
び
、
予
め

B
プ
ラ
ン
で
示
さ
れ
た
条
件
を
充
し
て
い
る
と
き
に
許
さ
れ
る
例
外
(
〉

5'

ロ
m
v
B
O
)、
そ
し
て
一
般
的
に
許
さ
れ
る
免
除
(
∞
え
B
E口
問
)
に
よ
っ
て
、
柔
軟
な
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、

B
プ
ラ
ン
の
多
く
の
指
定
の
中
か
ら
住
居
地
域
指
定
な
ど
の
建
築
的
利
用
の
用
途
(
〉
ユ
)
と
、
容
積
率
指
定
な
ど
の

密
度
(
冨
色
)
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
す
る
。
前
者
は
一
般
的
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
ら
れ
、
後
者
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
づ
い

て
、
建
築
利
用
令
一
五
条
一
項
と
、
免
除
を
規
律
す
る
法
コ
二
条
二
項
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
す
る
。
後
者
を
特
に
と
り
上
げ
る
の
は
、

法
二
二
条
二
項
の
免
除
要
件
の
一
つ
に
、
は
っ
き
り
と
、
「
隣
人
利
益
の
考
慮
(
老
骨
丘
町

5
m
g各
Z
ユ
片
町
耳
目
己
申
円

g
田
市
ロ
〉
」
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
は
本
条
項
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
承
認
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

北法41(3・99)1149



説

建
築
的
利
用
の
用
途
(
〉
立
)

北法41(3・100)1150 

@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
判
決
(
。
回
目

-
S
H
巴
〈
巴
・

zg-
∞-
U
O
)

吾Ae問

本
判
決
は
そ
の
後
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
関
す
る
判
例
・
学
説
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
重
要
判
決
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本

判
決
は
直
接
に
は
、
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
に
関
す
る
も
の
で
、
建
築
法
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
判
決
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
理
由
は
、

建
築
隣
人
訴
訟
一
般
に
対
す
る
他
に
例
を
見
な
い
詳
細
な
説
示
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
築
的
利
用
の
用
途
に
関
す
る
説
示
は

傍
論
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
本
判
決
が
隣
人
訴
訟
一
般
に
お
い
て
占
め
る
高
い
地
位
は
、
こ
れ

を
引
用
・
参
照
す
る
判
例
・
学
説
の
多
さ
か
ら
も
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
判
決
の
み
紹
介
す
る
。

本
件
の
事
案
は
、
原
告
ら
土
地
所
有
者
の
後
背
地
に
六
個
の
地
下
式
車
庫
(
m
S
Z
包ロ
m
g
E
r
g
O
R
h
w
m
dロ
)
の
設
置
を
認
め
る
許
可
が
争
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
築
主
の
土
地
は
住
居
地
域
内
に
あ
っ
て
、
こ
こ
に
住
宅
と
六
つ
の
庖
舗
が
建
築
さ
れ
て
い
た
。
み
ぎ
の
車
庫
は
こ
れ
ら
の

建
築
物
に
付
属
す
る
も
の
(
O
各
苛
)
と
さ
れ
た
。

印

公

法

上

の

建

築

隣

人

訴

訟

に

対

し

て

時

折

提

出

さ

れ

る

原

則

的

な

疑

問

(mgH丘
町
皆
N

ロ
各

g
回

E
S
Zロ
)
を
持
っ

て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
。
つ

c
つ
け
て
、
「
隣
人
に
権
利
(
叩
古
河

Z
E
)、
つ
ま
り
、
事
情
に
よ
っ
て
は
訴
訟
に
お
い
て
実
現
で
き
る
よ

う
な
法
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
そ
の
時
々
に
問
題
と
な
る
規
定
か
ら
の
み
(
ロ
ロ
吋
宕
ユ
由
者
S
Z
E
『

E
m∞
m
g
Zロ仏
S

〈
O
B
n
y
ユ
コ
)
判
断
さ
れ
る
。
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
し
つ
つ
、

こ
れ
を
否
定
し
た
。

本
判
決
は
ま
ず
、

一
条
一
項
一
文
に
つ
い
て
、

原
判
決
に
よ
っ
て
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
一

本
条
項
は
、
判
決
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
住
宅
な
ど
の

従
物
(
N
Z
Z
F
0
5
と
し
て
、
原
則
と
し
て
、
建
築
用
に
指
定
さ
れ
た
全
地
域
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
物
置
、
ガ
レ
ー
ジ
、
お
よ
び
、

そ
の

付
属
設
備
は
、

「
そ
の
利
用
が
交
通
の
安
全
と
防
火
に
と
っ
て
危
険
と
な
ら
ず
、
健
康
お
よ
び
労
働
と
居
住
を
害
さ
ず
、
周
辺
の

(
E
S
O
吋

巴
E
m川市
σ
己
口
問
)
静
穏
と
保
養
が
、
騒
音
や
臭
気
に
よ
っ
て
著
し
く
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
命
じ
:
・
ら
れ
」
(
省
略
原
文
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、



と
い
う
の
で
あ
る
。
本
条
項
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
た
理
由
を
、
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
詳
細
に
展
開
し
た
。
便
宜
上
、

ふ
た
つ

に
分
け
て
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
交
通
の
安
全
と
防
火
に
関
す
る
本
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
危
険
排
除
と
い
う
公
益
に
も
と
づ
く
。
ま
た
、
健
康
、
労
働
、
居
住
、
，
周
辺
の
μ

静
穏
、
保
養
が
語
ら
れ
る
場
合
で
も
、
本
規
定
は
公
益
に
の
み
役
立
つ
。
ラ
イ
ヒ
車
庫
法
の
諸
目
的
と
住
民
の
保
護
と
の
、
本
規
定
に
よ
る
客
観

法
上
の
利
益
調
整
に
、
権
利
(
m
g
Z叩
r
t
g
H
N
S
F
Z
)
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
(
申
2
5
Y庄
の
ど
で
は
な
い
。
本
規
定
が

μ

周
辺
の
H

著

し
い
妨
害
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
[
権
利
た
る
〕
法
的
地
位
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
規
定
の
客
観
法

上
の
保
護
は
、
み
ぎ
文
言
が
な
く
と
も
、
純
粋
に
事
実
上
の
理
由
か
ら
周
辺
に
し
か
及
ば
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
文
言
か
ら
特
別
な
権
利
た
る
法

的
地
位
の
た
め
に
、
何
か
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
お
)
(
引
用
符
原
文
、
以
下
同
じ
)

以
上
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
文
言
解
釈
に
よ
っ
て
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
住
民
の
保
護
を
も
含
む

客
観
法
上
の
利
益
調
整
か
ら
権
利
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
権
利
の
賦
与
が
明
白
な
場
合
に
限
ら
れ
、
「
周
辺
の
」
静
穏
と
保
養
が
語
ら
れ

る
だ
け
で
は
未
だ
明
白
な
場
合
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
づ
け
の
後
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
説
示
が
つ
づ
く
。

煩
を
厭
わ
ず
引
用
・
紹
介
し
よ
う
。

公法上の建築隣人訴訟 (3)

「
権
利
あ
る
人
々
の
範
囲

2
2
2
z
k
gロ
司
団
吋
m
O
ロ
g
r吋2
m
)
の
実
践
し
う
る
画
定
(
〉
σ
肉吋

S
N
C口
問
)
を
可
能
に
さ
せ
な
い
、
暖
昧
で
人
に

か
か
わ
ら
な
い
本
規
定
の
表
現
は
、
む
し
ろ
、
周
辺
住
民
ら
に
対
し
て
、
何
ら
の
特
定
の
権
利
(
凹
己
主
申
r
t
z口
問

2
Z
O
)を
与
え
て
い
な
い
こ
と

を
支
持
す
る
。
た
と
え
ば
、
権
利
あ
る
者
の
範
囲
(
同

2
2
門戸申円切

R
2
Z
F
m
gロ
)
が
、
事
案
か
ら

(gロ
仏
@
円
∞

R
E
Z『
)
、
隣
接
す
る
土
地
の

所
有
者
、
も
し
く
は
、
隣
接
地
に
法
的
に
結
合
し
て
い
る
そ
の
他
の
人
々
に
制
限
さ
れ
る
側
面
後
退
距
離
規
定
と
は
事
情
が
異
な
る
。
さ
ら
に
ま

た、

B
プ
ラ
ン
に
お
け
る
特
別
に
保
護
さ
れ
た
地
域
の
規
定
、
と
り
わ
け
、
純
粋
住
居
地
域
の
指
定
と
も
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

明
確
に
画
定
さ
れ
た
地
域
(
r
F吋
与
宮
司
自
江

g
C与
S
C
に
お
け
る
土
地
利
用
可
能
性
の
制
限
を
理
由
に
、
こ
の
地
域
に
法
的
に
結
合
し
、
規

範
か
ら
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
た
ち
に
、
〔
み
ぎ
制
限
の
]
調
整
と
し
て
(
丘
団
〉

5
色
色
ロ
ど
、
当
該
保
護
地
域
の
性
格
に
対
す
る
著
し
い
致

損
官
与
∞

E
5
F
R
〈
角
-
Z
N
E
H
哲
三
の
排
除
を
正
当
化
す
る
法
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
規
定
に
あ
っ
て
は
、
権
利
あ
る
者
た
ち
の
明

確
な
画
定

(
E
R
E
〉
σ
明
8
2ロ
肉
)
が
な
い
。

B
G
H
は
、
あ
る
規
範
が
B
G
B
八
二
三
条
二
項
に
い
う
保
護
法
律
で
あ
る
か
、
と
い
う
比

北法41(3・101)1151



説

較
し
う
る
問
題
に
関
し
て
、
命
令
も
し
く
は
禁
止
(
。

5
♀
邑
句
〈
R
σ
o
C
が
保
護
法
律
た
る
の
は
;
保
護
さ
れ
る
利
益
、
投
損
の
種
類
、
そ

し
て
、
保
護
さ
れ
る
人
々
の
範
囲
が
十
分
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
る

(
E問
m
g
g
E
Cロ仏

σ
g丘
g
B
Cと
き
¥
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
(
切
の
出
N
品

0・
ω
g
G
0
4〕
)
。
当
法
廷
の
見
解
で
は
、
建
築
法
規
定
に
つ
い
て
、
主
観
的
権
利

(Eσ
吉
宮
守
申
印
刷
N
o
n
y
C
を
肯
定
で
き
る
に

は
、
そ
の
時
々
の
規
範
か
ら
、
特
定
さ
れ
た
画
定
可
能
な

3
2
5
E
E申
『

E
三
与

q
g
N
σ
R由
円
)
、
権
利
を
有
す
る
者
た
ち
の
範
囲
が
要
求
さ

れ
る
。
当
法
廷
が
、
建
築
注
に
お
い
て
、
十
分
明
確
に
画
定
可
能
な
範
囲
の
人
々
の
た
め
の
、
立
法
者
の
明
確
な
決
定
を
必
要
と
考
え
る
の
は
、
特

に
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
本
来
の
意
味
に
お
け
る
隣
人
に
制
限
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
全
く
見
渡
す
こ
と
も
で
き
な
い
範
囲
の
、
自

称
(
自
官
E
貯
と
権
利
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
建
築
主
を
|
|
l
略
|
|
!
全
く
見
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
(
担
m
F
O
)

に
さ
ら
す
こ
と
に

な
り
、
ー
ー
ー
こ
れ
と
結
び
付
く
経
済
的
な
効
果
な
ど
を
と
も
な
い
つ
つ
i
l
l
lし
ば
し
ば
、
数
年
に
わ
た
っ
て
不
安
定
な
状
態
の
ま
ま
に
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
お
o
」
(
巴
一
)

本
判
決
の
意
義
は
、
建
築
法
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
る
規
定
か
ら
権
利
者
の
範
囲
が
明
確
に
「
固
定
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

理
由
は
建
築
主
の
保
護
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。
本
稿
は
、

ラA
d問

隣
人
保
護
規
範
性
の
判
断
基
準
に
関
す
る
こ
の
見
解
を
、

以
下
《
画
定
可
能
説
》
と
呼
ぶ
。
本
判
決
は
、
側
面
後
退
距
離
規
定
と

B
プ
ラ
ン
に
お
け
る
住
居
地
域
指
定
と
に
触
れ
、

み
ぎ
に
い
う
「
画
定
」
が
あ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
い
る
。

判
決
で
、
第
一
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
住
居
地
域
指
定
の
例
に
お
い
て
、

で
は
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
に
お
い
て
は
、

「
著
し
い
控
損
の
排
除
」

が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る

つ
ま
品
わ
ノ
、

「
控
損
」

第
二
に
、

判
決
は
こ
こ
で
、

《
交
換
関
係
》
を
と
り
上
げ
て
い
な

た
ん
な
る

い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
住
居
地
域
指
定
に
関
す
る
部
分
で
は
、
《
交
換
関
係
》
を
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
住

居
地
域
指
定
が
、
住
居
以
外
の
建
築
的
利
用
を
禁
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
土
地
の
所
有
者
は
、
土
地
の
自
由
な
建
築
的
利
用
の
禁
止
と

い
う
「
損
失
」
を
負
担
す
る
一
方
で
、
住
居
以
外
の
建
築
的
利
用
を
原
因
と
す
る
種
類
の
侵
益
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
「
利
益
」
を
享
受

す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
本
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
を
し
て
《
交
換
関
係
》
に
類
似
す
る
《
法
的
運
命
共
同
体
論
》
を
述
べ
た
も
の
と
理

解
す
る
者
も
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
判
決
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
《
交
換
関
係
》
で
は
な
く
、

「
権
利
あ
る
者
た
ち
の
範
囲

北法41(3・102)1152 

そ、
の、



で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
《
交
換
関
係
》
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
、
そ
の
後
も
《
交
換
関
係
》
に
言
及
す
る

連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
権
利
者
の
範
囲
の
《
画
定
可
能
説
》
」
が
登
場
し
た
以
上
、
た
と
え
《
交
換
関
係
》

へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
事
案
解
決
に
お
い
て
、
ま
た
判
決
の
論
理
構
成
に
お
い
て
《
交
換
関
係
》
の
持
つ
意
味
に
注
意
し

の
明
確
な
画
定
」

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
に
検
討
す
る
。

2 

建
築
的
利
用
の
密
度
(
冨
主
凶
)

@
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
日
プ
フ
ァ
ル
ツ
上
級
行
政
裁
判
所
第
一
部
一
九
五
九
年
五
月
一
四
日
判
決
(
巴
〈
∞
「

E
S・∞・∞
N
2・)

本
件
で
は
、
住
宅
の
新
築
に
当
た
っ
て
、
少
な
く
と
も
建
築
用
地
の
四
分
の
一
の
大
き
さ
の
中
庭
(
出
色
品
一
己
目
申
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

す
る
規
定
の
性
格
が
争
わ
れ
た
。

ま
ず
、
本
判
決
は
、
「
隣
人
が
打
撃
を
被
り
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
卜
H

プ
フ
ア
ル
ツ

V
G
G
一
五
条
に
よ
り
、
訴
の
適
格
を
持
つ

(
N
C
吋
同

F
m
o

公法上の建築隣人訴訟 (3)

zp型
)
の
は
、
隣
人
が
許
可
賦
与
に
お
い
て
、
公
益
の
み
な
ら
ず
、
隣
人
の
保
護
に
も
役
立
つ
実
体
的
規
定
が
侵
犯
さ
れ
た
と
主
張
で
き

る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
」
(
∞
立
)
と
す
る
。
次
に
、
中
庭
の
大
き
さ
に
関
す
る
規
定
が
問
題
に
な
っ
た
、
一
九
五
四
年
二
月
二
五
日
の
連
邦

行
政
裁
判
所
第
一
部
判
決
な
ど
を
引
き
つ
つ
、
本
件
の
よ
う
な
規
定
が
、
隣
人
に
権
利
(
別
2
E
S
)
を
与
え
な
い
の
は
判
例
上
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
だ
(
∞
N
S、
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
規
定
の
よ
う
に
、
健
康
と
防
災
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
規
定
の
遵
守
を
求
め
る
権
利
を
個
人
に
与
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
民

衆
訴
訟
を
招
来
す
る
(
∞
巴
ご
、
と
い
う
。
つ
ず
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

本
件
の
よ
う
な
事
案
で
、
健
康
保
護
は
周
辺
住
民
全
員
に
関
連
す
る
が
、
隣
人
土
地
所
有
者
以
外
の
人
に
も
権
利
を
認
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

「
訴
え
る
権
利
を
有
す
る
者
(
択
F
肉

S
R
z
z
k
gと
の
範
囲
は
許
可
行
政
庁
に
と
っ
て
、
見
渡
す
こ
と
も
把
握
す
る
こ
と
も
、
全
く
で
き
な
い

北法41(3・103)1153 



説

も
の
と
な
ろ
う
。
一
般
的
な
法
的
不
安
定
も
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
理
由
の
な
い
の
が
ほ
と
ん
ど
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、
耐
え
難
い

建
築
の
遅
延
が
生
ず
る
の
は
お
く
と
し
て
も
、
建
築
証
明
の
送
達
が
な
い
た
め
数
年
後
も
訴
訟
が
許
さ
れ
、
既
成
事
実
が
覆
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
」
(
∞
自
)
(
傍
点
引
用
者
)

論

本
判
決
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
許
可
行
政
庁
の
能
力
、
法
的
安
定
と
い
っ
た
見
地
か
ら
、
間
接
的
に
せ
よ
、
《
画
定
可
能
説
》
が
採
用
さ

れ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
法
的
安
定
」
と
は
、
特
に
建
築
主
の
保
護
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
二
部
一
九
六
七
年
四
月
一
四
日
判
決
(
白
河

5
8・∞・
ωω
町内・)

本
件
の
事
案
は
、
完
全
B
プ
ラ
ン
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
容
積
率
を

0
・六

O
か
ら

0
・
六
五
八
に
す
る
免
除
と
、
奥
行
線
(
回
各
自
己
口
町
白
色
色
申
)

を
二
二
メ
ー
ト
ル
超
過
す
る
た
め
の
例
外
が
与
え
ら
れ
た
た
め
、
隣
接
地
所
有
者
が
こ
れ
ら
の
取
り
消
し
を
求
め
て
出
訴
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

判
決
は
、
建
築
的
利
用
の
用
途
と
異
な
り
、
密
度
に
関
す
る
規
定
に
隣
人
保
護
規
定
と
し
て
の
性
格
を
認
め
な
か
っ
た
同
法
廷
の
先
例

に
し
た
が
う

2
5、
と
い
う
。
そ
の
理
由
を
、
大
要
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
階
数
制
限
は
隣
人
に
採
光
と
通
風
の
侵
益
か
ら
の
保
護
を
与
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
階
の
高
さ
は
建
築
物
の
高
さ
を
決
め
[
る
に
す

ぎ
ず
]
、
こ
の
建
築
物
の
高
さ
は
許
容
階
数
の
四
倍
(
メ
ー
ト
ル
)
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
[
だ
け
だ
〕
か
ら
で
あ
る
。
」

ご
九
六
二
年
建
築
利
用
令
一
七
条
は
階
数
指
定
を
建
設
管
理
計
画
面

2
-
2仲

間

U
Eロ
ロ
ロ
肉
)
に
任
せ
て
お
り
、
小
団
地
住
居
地
域
と
週
末
住
居
地

域
(
同
ぽ
吉
田
芯
丘
ロ
ロ
問
中
ロ
ロ
仏
当

2
F
3
3
ι
r
g団側∞
E
Z
)
に
つ
い
て
だ
け
こ
れ
を
制
限
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
最
大
の
利
用
階
数
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
が
都
市
建
設
上
必
要
で
合
目
的
的
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
、
そ
の
他
の
階
数
指
定
に
と
っ
て
は
、
地
域
景
観
、
風
景
(
。
∞
田

g
-
E口問

仏
2
0ユ∞
'
c
E
F
E仏
与
え
Z
E
E
S
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
建
築
利
用
令
一
七
条
五
項
に
よ
る
と
、
同
項
所
定
の
階
数
か

ら
の
例
外
を
B
プ
ラ
ン
の
中
で
予
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
も
、
私
益
は
建
築
監
督
庁
の
決
定
に
お
い
て
公
益
を
押
し
退
け
る
ほ
ど
に

考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
明
確
な
示
唆
で
あ
る
。
」

「
棟
間
間
隔
(
〉
げ

m
g
E田町
E
n
y
g
)の
存
在
に
よ
っ
て
隣
接
地
へ
の
十
分
な
採
光
と
通
風
が
保
障
さ
れ
、
向
か
い
合
う
隣
人
建
物
が
相
互
に
十

北法41(3・104)1154



分
広
く
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
棟
間
間
隔
の
規
律
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
な
い
の
が
当
法
廷
の
先
例
で
あ
る
(
ロ
ュ
・
〈
・
∞
-

N

・
呂
町
ケ

己
N
E
B
-
∞
・
己
申
)
。
こ
の
規
定
に
隣
人
の
た
め
の
規
律
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
階
数
も
し
く
は
容
積
率
の
規
定
に
隣
人
保
護
の
意
図
を

見
い
だ
す
の
は
一
層
困
難
で
あ
る
J
S
S

以
下
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
本
判
決
は
、
例
外
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
益
に
対
す
る
公
益
の
優
越
性
を
導

き
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定
す
る
理
由
と
す
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
隣
人
保
護
的
性
格
は

私
益
を
(
も
)
保
護
す
る
趣
旨
が
規
定
か
ら
読
み
取
れ
る
と
き
に
は
早
く
も
肯
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
私
益
保
護
が
公
益
保
護
に
優
越
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
本
判
決
は
《
交
換
関
係
》
に
触
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
で
問
題
の
容
積
率
な
ど
の
指
定
に
お
い
て
、
隣
接
地
所
有
者
ら

の
問
で
の
「
損
失
」
と
「
利
益
」
の
《
交
換
関
係
》
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
者

は
、
土
地
の
建
築
的
利
用
の
自
由
が
容
積
率
な
ど
の
指
定
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
い
う
「
損
失
」
を
受
け
る
一
方
で
、
他
の
者
も
同
様
に
制

限
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
許
容
さ
れ
る
以
上
の
容
積
率
を
持
っ
た
建
築
物
に
よ
る
採
光
・
通
風
阻
害
な
ど
を
破
ら
な
い
と
い
う
「
利
益
」
を
も

公法上の建築隣人訴訟 (3)

享
受
す
る
、
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
建
築
的
利
用
の
用
途
の
み
な
ら
ず
、
密
度
に
関
す
る
指
定
に
お
い
て
も
、
《
交

換
関
係
》
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
本
判
決
を
含
め
判
例
は
、
密
度
に
関
す
る
指
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
を
否
定

し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何
で
あ
り
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
《
交
換
関
係
論
》
は
判
例
の
現
状
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
な
枠
組

み
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

最
後
に
、
本
判
決
は
、
棟
間
間
隔
の
規
律
に
先
例
が
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
決
め
手
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
み
ぎ
先
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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説

@
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
二
部
一
九
六
一
年
二
月
六
日
判
決
乙
同

EON-
∞
・
=
ミ
ご

論

本
件
の
事
案
は
、
土
地
境
界
線
近
く
の
建
築
物
へ
の
建
築
許
可
を
、
こ
れ
に
接
す
る
一
家
族
住
宅
付
き
の
土
地
所
有
者
が
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
建
物
は
、
一

O
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
敷
地
内
に
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
整
形
外
科
病
棟
や
事
故
被
害
者
病
棟
・
身
体
障
害
者
の
学
校
な
ど

と
並
ん
で
設
け
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
水
浴
療
法
室
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
原
告
は
こ
の
水
浴
療
法
室
か
ら
不
愉
快
な
影
響
(
聞

5
2ロ
宕
〉

5
3
?

宮
口
問
恒
三
を
被
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
原
告
の
土
地
は
一
般
住
居
地
域
に
、
(
セ
た
本
件
建
物
は
病
院
の
た
め
の
特
別
目
的
用

地
に
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
越
境
隣
人
保
護

S
5
5
2
0げ
角
田
口

F
E
F
Z
E句
Z
E
F
σ
伊円
m
n
v
E
N
)
の
事
案
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

判
決
は
初
め
に
、
隣
人
原
告
に
訴
権
(
自
主
叩
吋

2
宮
)
の
生
ず
る
場
合
を
ほ
ぼ
《
保
護
規
範
説
》
の
枠
組
み
で
説
明
し
て
か
ら
、
原
告

の
訴
え
に
は
理
由
が
な
い
宮
町

z
z
m円低ロ門同伯仲

)
2
4
4
)
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
説
示
は
本
案
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
棟
間
間
隔
に
関
す
る
一
九
五
八
年
ベ
ル
リ
ン
建
築
法
八
条
三
号
の
内
容
と
、
こ
の
制
度
に
関
す
る
一
般
的
理
解
を
紹

介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
判
決
に
よ
る
と
、
み
ぎ
条
文
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
〔
居
室
・
作
業
場
な
ど
の
]
生
活
空
間
(
〉
巳

S
F巳
Z
早
口

B
由
)
(
二
六
条
二
号
)
に
必
要
な
窓
が
設
置
さ
れ
た
壁
の
前
方
に
は
、
敷
地
、
隣

接
地
も
し
く
は
公
共
の
空
地
も
し
く
は
公
共
交
通
用
地
で
あ
っ
て
、
建
築
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
土
地
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
棟
間
間
隔

(〉
σ己

g仏
民

E
S
S
)
)。
そ
の
奥
行
き
(
ヨ
え
叩
)
は
、
少
な
く
と
も
、

a
村
落
地
域
、
住
居
地
域
、
混
合
地
域
に
お
い
て
は
、
建
物
の
高
さ
の
二
倍
で
、
一
お
よ
び
二
階
建
の
建
物
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、

一
八
メ
ー
ト
ル
、
三
階
建
以
上
の
建
物
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
二
五
メ
ー
ト
ル
、

b

労
働
地
域
、
中
核
地
域
に
お
い
て
は
、
建
物
の
高
さ
の
一
倍
で
、
少
な
く
と
も
、
五
メ
ー
ト
ル
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
般
的
に
、
み
ぎ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
棟
間
間
隔
規
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
は
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
判
例
上
、

さ
て
、
判
決
は
立
法
提
案
理
由
を
引
き
つ
つ
、
棟
間
間
隔
概
念
が
一
九
五
八
年
建
築
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
前
の
判

例
は
参
考
に
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
棟
間
間
隔
は
公
共
の
空
き
地
、
も
し
く
は
公
共
交
通
用
地
に
も
及
ぶ
か
ら
、
こ
こ
で
は
隣
人
間
の
規

律
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
大
要
次
の
よ
う
に
い
う
。
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「
立
法
者
に
と
っ
て
、
隣
人
保
護
の
拡
大
や
個
人
利
益
の
考
慮
は
問
題
で
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
立
法
者
は
以
前
の
都
市
建
設
観
を
放
棄
し
、

最
新
の
知
見
、
居
住
面
積
な
ど
に
関
す
る
近
代
的
観
点
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
建
設
・
計
画
制
度
に
お
け
る
近
年
の
発
展
と
そ
の
継
続
を
配
慮
し
た
。

立
法
者
は
建
築
的
利
用
の
密
度
を
都
心
で
引
き
下
げ
、
あ
ま
り
に
密
着
し
た
建
築
状
況
を
解
消
し
、
人
口
の
密
集
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
、
と

考
え
た
。
建
築
法
変
更
提
案
理
由
の
中
で
、

J
」
れ
ら
の
観
点
に
も
と
づ
き
、
建
築
法
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
O
H

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
議
会

審
議
か
ら
も
隣
人
保
護
の
促
進
と
隣
人
利
益
へ
の
好
ま
し
い
影
響
だ
け
が
歓
迎
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
見
い
だ
せ
な
い
。
」

「
現
在
の
都
市
建
設
の
需
要
に
見
合
っ
た
規
律
を
考
慮
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
関
係
人
に
対
し
て
(
宮
門
色
芯
切
∞
可
え
な
ロ

S
)
好
ま
し
い
影

響
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
原
審
は
見
落
と
し
て
い
る
。
棟
間
間
隔
の
規
律
も
一
定
程
度
で
隣
人
に
有
利
に
影
響
す
る
が
、
こ
れ
は
反
射
(
何
色
。

Z
と
で
あ
っ
て
規
定
の
目
的
で
は
な
時
。
」
(
ニ
コ

み
ぎ
の
説
示
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
規
律
が

保
護
規
範
で
は
な
い
、

「
す
べ
て
の
関
係
人
に
対
し
て
好
ま
し
い
影
響
を
与
え
る
」
場
合
に
は
、

そ
れ
は
隣
人

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
当
該
規
定
は
公
益
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
関
係
人
に
対
し
て
好
ま
し
い
影
響
を
与
え
る
規
範
は
公
益
保
護
規
範
、
特
定
の
人
々
に
好
ま
し
い

影
響
を
与
え
る
規
範
は
私
益
(
隣
人
)
保
護
規
範
、
と
い
う
図
式
が
浮
か
び
上
が
る
。

た
っ
た
ひ
と
つ
の
判
決
の
文
章
表
現
を
つ
か
ま
え
て

速
断
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
判
決
が

公法上の建築隣人訴訟は)

定
最立
後し
に fこ

本長
判官芭

受2
=A の

理器
5Z 
れ主

ば是
抽可

簡襲
間怒
隔 」

塑と
おり
W准つ
女、貯
喜:謀
的護
ZZ性

誌、型
半l卜21tz 
A、~

案、目IJ
弔提

丘、ぎ
さ、否
れ、 Z
号、ぞ
E い
日る

Z4  
4Z 

も
訴開

条お
りれ
理

る
由
の
有

無
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
、
み
ぎ
の
説
示
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
@
一
九
六
七
年
一
月
二
七
日
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
二

部
判
決
を
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3 

建
築
利
用
令
一
五
条
一
項

)
 

1
 

(
 

本
命
令
は
連
邦
建
設
法
二
条
八
項
の
授
権
に
も
と
づ
く
連
邦
法
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
・
一
九
六
八
年
利
用
令
に
お
け
る
本
規
定
の
内

北法41(3・107)1157



言見

容
は
次
の
通
り
。

さ子-1:>、
両冊

「
第
二
条
か
ら
第
一
四
条
ま
で
に
掲
げ
ら
れ
た
建
築
物
、
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
は
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
数
、
位
置
、
範
囲
、
目

的
な
ど
に
よ
り
、
当
該
建
築
地
域
の
性
質
と
矛
盾
す
る
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
。
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
諸
施
設
か
ら
、
当
該
地
域
の
性
質
に
照
ら

し
、
受
忍
で
き
な
い
よ
う
な
障
害
が
周
辺
に
(
毘
叶

d
g官
σロ
ロ
也
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
建
築
は
許
さ
れ
な
い
。
」

本
規
定
の
機
能
は
、
原
則
と
し
て
適
法
な
建
築
案
を
、
事
案
と
の
関
係
で
個
別
的
に
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
次
に
み
る
法
コ
二
条
二
項

が
原
則
と
し
て
不
適
法
な
建
築
案
を
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
適
法
と
す
る
の
と
比
べ
る
と
、
機
能
の
方
向
が
逆
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

山
本
規
定
に
言
及
す
る
判
例
と
し
て
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
七
三
年
一
二
月
一
四
日
判
決
(
。
目
立

-
N
E
H
匂
〈
巴
・

5
豆・

∞
・
ω
ω
∞
門
戸
)
が
あ
る
。

本
件
は
B
プ
ラ
ン
適
用
地
域
外
に
い
る
原
告
が
、
こ
れ
ま
で
享
受
し
て
い
た
見
晴
ら
し
(
〉
己
目
白
芯
宮
)
の
阻
害
を
理
由
に
、
み
ぎ
地
域
内
の
建

築
物
(
車
庫
)
に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
を
争
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
越
境
隣
人
保
護
の
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
地
域
境
界
線
は
建
築
主
と
原
告

と
の
聞
を
通
っ
て
い
た
。
ま
た
、
側
面
後
退
距
離
は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
が
、
原
告
家
屋
と
車
庫
と
の
間
隔
は
わ
ず
か
二
四
1
二
六
セ

ン
チ
で
あ
っ
た
(
包
∞
)
。

結
論
と
し
て
、
本
判
決
は

B
プ
ラ
ン
の
指
定
(
吋

g
Z
2
2口
問
)
が
、
計
画
地
域
に
隣
接
す
る
者
の
見
晴
ら
し
の
保
護
に
も
役
立
つ
と
き

に
は
、
こ
の
者
に
も
排
除
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
た
先
例
な
ど
を
引
き
つ
つ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
問
題
は

B
プ
ラ
ン
の

解
釈
だ
、
と
し
て
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る

Q
m
g
。

さ
て
、
判
決
は
ま
ず
、
越
境
隣
人
訴
訟
の
成
否
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
、
計
画
地
域
に
ま
と
め
ら
れ
た
土
地
の
所
有
者
た
ち
は
、
建
築
・
土

地
法
上
の
運
命
共
同
体

(
g
c
e
c
Z
σ
0仏
3
2
§
E
n
y
g
p
E岳
g
z
m冊
目
包
ロ
田
口
町
民
仲
)
を
形
成
し
、
こ
の
者
た
ち
に
は

B
プ
ラ
ン
の

指
定
に
隣
人
保
護
機
能
が
属
す
る
限
り
で
、
排
除
請
求
権
(
〉
目
石
市
町
口

2
Z
)
が
与
え
ら
れ
て
い
る

2
2
)
(傍
点
引
用
者
)
、
と
す
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
計
画
地
域
を
越
え
出
る
隣
人
保
護
は
お
よ
そ
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
一
般
的
規
律
は
導
か
れ
な
い

3
2
)、
と
い
う
。
し
か
し
、
他
方
で
、
そ
う
い
う
越
境
隣
人
保
護
は
連
邦
法
か
ら
引
き
出
せ
な
い
と
し
、
こ
の
理
は
、
と
り
わ
け
、
本

利
用
令
一
五
条
一
項
に
あ
て
は
ま
る
と
し
た

Q
E
)
。
本
規
定
か
ら
越
境
隣
人
保
護
を
引
き
出
せ
な
い
と
し
た
理
由
を
、
判
決
は
次
の
よ
う

に
い
・
っ
。

「
こ
れ
に
反
す
る
見
解
は
、
次
の
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
建
築
利
用
令
一
五
条
一
項
に
用
い
ら
れ
て
い
る
《
周
辺
(
d
g
宮
σ
Eぷ)》

概
念
は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
人
に
か
か
わ
り
が
な
い
た
め
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範
囲
の
画
定
を
可
能
に
し
て
く
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
主
観

的
権
利
を
与
え
な
い
こ
と
で
あ
る
J
a
m
-
)

「
周
辺
(
吉
仏
司

d
g
m古
ぴ
己
口
問
)
」
概
念
に
関
す
る
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
七
年
四
月
二
八
日
判
決
と
同
様
の
も

(
剖
)

の
と
理
解
で
き
よ
う
。
本
判
決
も
ま
た
、
建
築
法
規
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
規
定
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
の
範

囲
が
画
定
可
能
な
と
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
(
《
画
定
可
能
説
》
)
。

み
ぎ
は

《
運
命
共
同
体
論
》
と
、

B
プ
ラ
ン
の
指
定
に
隣
人
保
護
的
性
格
が
属
す
る
か
の
問
題
と
が
、
切
り
離
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
《
運
命
共
同
体
論
》
は
、
計
画
地
域
内
に
い
る
者
と
外
に
い
る
者
と
の
違
い
を
指
摘
す
る
た

本
判
決
に
お
い
て
、

公法上の建築隣人訴訟は)

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
判
決
に
よ
れ
ば
《
運
命
共
同
体
》
を
構
成
し
な
い
、
計
画
地
域
外
の
者
に
も
B
プ
ラ
ン
の
隣
人
保
護

効
が
お
よ
ぶ
場
合
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
《
運
命
共
同
体
論
》
も
し
く
は
《
交
換
関
係
論
》
に
も
と

J

つ
い

て
隣
人
保
護
を
認
め
た
も
の
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

北法41(3・109)1159
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連
邦
建
設
法
三
一
条
二
項

本
規
定
の
内
容
は
次
の
通
り
。



5見

「
[
例
外
を
定
め
る
一
項
の
ほ
か
]
建
築
許
可
庁
は
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
承
諾
、
お
よ
び
上
級
行
政
庁
の
同
意
を
得
て
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
、
か
っ
、
そ
の

[
Bプ
ラ
ン
か
ら
の
]
離
脱
が
隣
人
利
益
を
考
慮
し
て
も
な
お
公
共
の
利
益
に
合
致
す
る
と
き
に
は
、

免
除
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
公
衆
の
福
祉
が
免
除
を
必
要
と
す
る
と
き

都
市
建
設
上
の
理
由
が
離
脱
を
正
当
化
し
、
プ
ラ
ン
の
基
本
が
影
響
さ
れ
な
い
と
き

B
プ
ラ
ン
の
実
施
が
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
明
白
な
障
害
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
き
」

2 
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:?A a岡

3 

関
連
判
例
と
し
て
、
@
連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
一
九
六
六
年
二
月
四
日
判
決
(
ロ
〈
巴
・

5
8
λ

凶

-
N
4
N

『
・
)
を
紹
介
す
る
。
本
判
決
が

初
め
て
み
ぎ
規
定
の
性
格
に
検
討
を
加
え
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
は
、
隣
人
訴
訟
の
訴
訟
要
件
・
原
告
適
格
の
存
否
を
判
断
す

る
枠
組
み
に
も
触
れ
て
お
り
、
重
要
判
決
で
あ
る
。

本
件
の
舞
台
は
、
一
九
五
三
年
の
建
築
段
階
計
画
(
凶

g
m
E
E口
問
者

-g)
に
よ
っ
て
、
住
宅
を
二
戸
ま
で
建
築
で
き
る
二
階
建
開
放
型
住
居

地
域
で
あ
っ
た
。
建
築
主
は
四
家
族
住
宅
建
築
の
た
め
の
例
外
と
、
必
要
な
窓
の
つ
い
た
部
屋
の
前
面
の
土
地
[
棟
間
間
隔
]
に
関
す
る
建
築
警

察
規
定
か
ら
の
免
除
を
得
た
。
原
審
ハ
ン
ブ
ル
グ
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
が
係
争
行
政
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
殴
損
さ
れ
て
い
る
と
主

張
し
て
い
な
い
こ
と
、
住
宅
数
制
限
規
定
と
棟
間
間
隔
規
定
は
、
隣
人
保
護
規
範
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
訴
え
を
不
許
容
(
d自
己
皆
巴
や

rsc
と
し
た

(ω
芯)。

ま
ず
、
免
除
を
規
律
す
る
法
二
二
条
二
項
に
つ
い
て
の
説
一
不
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
判
決
は
、
免
除
要
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
隣
人
利

益
の
考
慮
」
に
い
う
「
隣
人
利
益
」

の
具
体
的
内
容
を
規
律
す
る
も
の
は
本
件
で
は
連
邦
法
で
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
に
関
す
る
ラ
ン

卜
裁
判
所
の
判
断
は
上
告
審
の
審
査
に
服
さ
な
い
、
と
す
る
。
こ
の
点
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
当
法
廷
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
隣
人
利
益
概
念
は
1
1
1
[他
の
免
除
要
件
で
あ
る
〕
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
明
白
な
障
害
、
公
益
お
よ
び

公
衆
の
福
祉
と
の
一
致
と
い
う
概
念
と
は
異
な
っ
て
|
|
|
そ
れ
が
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
み
、
上
告
審
に
よ
っ
て
審
査
さ

れ
る
。
」
「
[
本
件
免
除
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
隣
人
利
益
の
具
体
的
内
容
を
も
定
め
る
]
必
要
な
窓
の
つ
い
た
部
屋
の
前
面
の
土
地
の
大
き
さ



[
棟
間
間
隔
〕
に
関
す
る
ハ
ン
ブ
ル
グ
建
築
警
察
命
令
の
規
定
は
ラ
ン
ト
法
に
属
す
る
。
こ
の
規
定
が
隣
人
の
保
護
に
役
立
つ
よ
う
に
規
定
さ
れ

た
か
否
か
は
、
原
審
が
当
法
廷
に
対
し
拘
束
力
を
持
っ
て
判
断
す
る
。
」

(
N斗
叫

)

以
上
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
法
二
二
条
二
項
に
い
う
「
隣
人
利
益
」

の
内
容
が
本
項
自
体
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
ず
、
他
の
法
律
、
と
り

わ
け
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
解
さ
れ
た
た
め
、
法
一
一
二
条
二
項
自
体
は
隣
人
保
護
を
取
り
次
が
な
い
こ
と
、
隣
人
保
護
は
免
除

の
対
象
と
な
っ
た
規
定
の
性
格
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
、
と
い
え
よ
切
。

本
判
決
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
建
築
段
階
計
画
の
規
定
は
隣
人
保
護
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
と
い
う
本
案
の
問
題

(
m
R
E
F
n
y
'
E口
宮
ロ
ロ

Z
F
d
m但
)
も

ま
た
、
上
告
審
に
よ
勺
て
は
審
査
さ
れ
得
な
い
。
」
(
N
4
ω
)
(

傍
点
引
用
者
)

「
本
件
訴
え
は
、
訴
訟
法
上
、
許
さ
れ
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

V
W
C
O
四
二
条
二
項
に
よ
る
と
、
訴
え
は

原
告
が
行
政
行
為
も
し
く
は
そ
の
拒
否
に
よ
っ
て
、
権
利
を
段
損
さ
れ
る
と
主
張
す
る
と
き
に
許
さ
れ
る
。
当
法
廷
は
こ
の
条
件
が
本
件
で
は
存

在
し
て
い
る
と
考
え
る
。
け
れ
ど
も
、
訴
え
に
は
理
由
が
な
い
(
ロ
ロ
宮
内
早
口
居
。
。
と
い
う
の
は
、
原
告
の
権
利
は
投
絹
き
れ
な
い
か
ら
で
あ

る。」
(
N
4
ω
)
(

傍
点
引
用
者
)

こ
の
よ
う
に
、
原
告
適
格

(
V
w
G
O
四
二
条
二
項
)
の
承
認
に
は
「
権
利
投
損
」

の
主
張
で
足
り
、
建
築
法
規
定
の
隣
人
保
護
的
性
格

公法上の建築隣人訴訟 (3)

の
判
断
と
、
「
権
利
投
損
」

の
現
実
の
存
否
の
判
断
と
は
、
本
案
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
建
築
隣
人

訴
訟
に
お
い
て
も
、
《
原
告
適
格
の
承
認
に
は
、
〈
自
己
の
権
利
を
接
損
さ
れ
る
〉
と
の
原
告
の
主
張
で
足
り
、
権
利
の
存
否
と
、
そ
の
現
実

の
投
損
の
有
無
と
は
、
本
案
の
問
題
で
あ
る
》
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
権
利
の
存
否
、
す
な
わ
ち
原
告
を
保
護
す
る
規
範

の
存
否
が
本
案
で
初
め
て
判
断
さ
れ
る
、

と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

北法41(3・111)1161
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5 

原
告
適
格
存
否
判
断
枠
組
み

北法41(3・112)1162 

吾A
日冊

以
上
み
て
き
た
判
例
の
総
合
的
検
討
は
次
号
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、
判
例
が
と
る
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
訴
訟
要
件
た
る
原
告

適
格
の
存
否
判
断
枠
組
み
を
問
題
に
し
よ
う
。
連
邦
法
た
る

V
W
G
O
四
二
条
二
項
が
、
取
消
訴
訟
な
ど
の
提
起
に
、
「
権
利
投
損
」
の
主

張
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
の
具
体
的
内
容
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

み
ぎ
の
問
題
に
関
し
、
最
後
に
紹
介
し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
の
⑪
判
決
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
解
答
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
よ
う
に

思
う
。
す
な
わ
ち
、
《
原
告
隣
人
を
保
護
す
る
と
原
告
が
考
え
る
規
範
(
隣
人
保
護
規
範
H

権
利
賦
与
規
範
〉
が
違
法
な
行
政
行
為
な
と
に

よ
っ
て
侵
犯
さ
れ
る
(
「
権
利
按
損
」
)
、
と
い
う
主
張
で
足
り
る
》
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
当
該
規
範
の
隣
人
保
護
性

の
判
断
が
、
本
案
の
問
題
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
部
分
的
に
せ
よ
、
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
、

す
な
わ
ち
、
@
一
九
六
八
年
判
決
、
@
一
九
六
七
年
判
決
、
@
一
九
六
一
年
判
決
に
お
い
て
、
ま
た
@
リ
ュ

l
ネ
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所

(
回
)

一
九
六
二
年
判
決
に
お
い
て
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
《
保
護
規
範
説
》
は
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
け
る
、
少
な
く
と
も
判
例
上
は
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
に
関
す
る
理
論
・

判
断
枠
組
み
で
は
な
く
、
本
案
で
問
題
と
な
る
「
権
利
投
損
」
に
い
う
「
権
利
」
に
つ
い
て
の
理
論
、
つ
ま
り
「
権
利
論
」
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
《
保
護
規
範
説
》
は
原
告
適
格
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
発
言
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
原
告
適
格
の
承
認
に
は
保
護
規
範
の
存
在
、
か
必
要
だ
、
と
し
た
、
さ
き
の
コ
ッ
プ
の
見
解
に
は
、
い
っ
そ

う
判
例
上
の
根
拠
が
乏
し
い
と
い
え
よ
う
。
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説

が
」
と
し
つ
つ
、

EHNZE--と
ado円
2
r
z
n
E
m
-
-を
分
け
、
具
体
例
と
し
て
、

6
H
m
g
Z
B
3は
同

z
z
:
ε
:・2
4
2吾
、
ぱ
£
叩
吋
叩
岳
骨
片
岡
ロ
ロ
へ

と
し
て
い
る
)
・

(
ロ
)
参
照
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
一
四
二
頁
注
(
湖
)
(
一
四
三
頁
)
。

(
日
)
こ
う
し
た
条
件
を
充
す
建
築
法
規
範
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し
て
、
本
判
決
に
反
対
す
る
者
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
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)
-
U〈回目・

5
E
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∞-∞斗印
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2
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)
一
切
〈
句
者
。
・
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範
自
体
か
ら
、
権
利
を
有
す
る
者
の
範
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れ
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と
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い
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隣
人
保
護
的
性
格
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す
る
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の
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て
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∞
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と
も
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邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
と
は
そ
の
理
問
つ
け
を
異
に
し
、
本
判
決
は
、
本
件
建
築
法
が
一
九

O
一
年
に
制
定
さ
れ
た
古
い
も
の

で
あ
る
こ
と
と
法
律
文
言
と
か
ら
、
本
規
定
が
健
康
・
防
火
と
い
う
公
益
に
の
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役
立
つ
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し
て
い
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ロ
〈
巴

-
z
g
-
∞
・
∞
宮
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∞
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∞
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の
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は
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あ
る
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と
い
う
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。
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〉
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司
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】
当
日
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は
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通
常
の
棟
間
間
隔
(
〉
ユ
・
∞
〉
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-
ω
Z円
・
ご
と
、
そ
れ
以
外
(
〉
ユ
・
∞
〉
V
m
-
u
Z円
-N)と
を
分
け
、
前

者
に
の
み
隣
人
保
護
的
性
格
を
認
め
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
者
の
規
定
に
よ
れ

ば
、
「
生
活
空
間
に
十
分
な
光
を
採
る
守
色
芯
}
民
自
)
た
め
、
必
要
な
窓
の
前
方
に
は
、
棟
間
間
隔
が
、
少
な
く
と
も
、
壁
の
高
さ
(
者
自
己
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o
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
さ
れ
、
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は
建
物
の
階
数
に
応
じ
て
、
七
1
九
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る
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こ
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は
本
文
で
紹
介
し
た
ベ
ル
リ
ン
建
築
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う
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さ
れ
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。
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公法上の建築隣人訴訟 (3)
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取
消
訴
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に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
四
・
完
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
九
巻
七
日
八
号
(
一
九
八
六
年
)
一
貫
以
下
、
四
六
頁
(
「
保

護
規
範
説
が
原
告
適
格
に
関
す
る
理
論
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
の
み
に
関
す
る
理
論
で
あ
っ
た
」
)
0

ま
た
、
同
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構

造
(
三
)
」
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八
巻
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八
五
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説
は
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と
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権
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し
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護
規
範
説
が
取

消
訴
訟
の
本
案
審
理
の
内
容
を
こ
そ
規
定
す
る
が
故
に
、
」
)
も
み
よ
。
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